
 

- 111 - 

令和６年第１回五城目町議会定例会議事日程［第３号］ 

令和６年２月２８日（水）午前１０時００分開議 

 

１ 開会（開議）宣告 

２ 議事日程 

   日程第 １ 議案第 １号 工事請負変更契約の締結について 

                ・令和５年度 道路メンテナンス補助事業 五城目橋 

                 橋梁補修工事 

   日程第 ２ 議案第 ２号 工事請負変更契約の締結について 

                ・令和５年災 廣徳寺橋橋梁災害復旧工事 

                 （応急本工事） 

   日程第 ３ 議案第 ３号 督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例 

                制定について 

   日程第 ４ 議案第 ４号 五城目町減債基金条例等を廃止する条例制定について 

   日程第 ５ 議案第 ５号 五城目町の休日を定める条例の一部を改正する条例制 

                定について 

   日程第 ６ 議案第 ６号 五城目町個人番号の利用等に関する条例の一部を改正 

                する条例制定について 

   日程第 ７ 議案第 ７号 五城目町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関す 

                る条例の一部を改正する条例制定について 

   日程第 ８ 議案第 ８号 五城目町介護保険条例の一部を改正する条例制定につ 

                いて 

   日程第 ９ 議案第 ９号 五城目町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関 

                する基準を定める条例の一部を改正する条例制定につ 

                いて 

   日程第１０ 議案第１０号 五城目町水道事業給水条例の一部を改正する条例制定 

                について 

   日程第１１ 議案第１１号 五城目町総合交流センター五城館の指定管理者の指定 

                について 
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   日程第１２ 議案第１２号 専決処分（第１号）の承認を求めることについて 

                ・令和５年度五城目町一般会計補正予算（第７号） 

   日程第１３ 議案第１３号 専決処分（第２号）の承認を求めることについて 

                ・五城目町手数料条例の一部を改正する条例 

   日程第１４ 議案第１４号 令和５年度五城目町一般会計補正予算（第８号） 

   日程第１５ 議案第１５号 令和５年度五城目町国民健康保険特別会計補正予算 

                （第４号） 

   日程第１６ 議案第１６号 令和５年度五城目町後期高齢者医療特別会計補正予算 

                （第２号） 

   日程第１７ 議案第１７号 令和５年度五城目町介護保険特別会計補正予算 

                （第４号） 

   日程第１８ 議案第１８号 令和５年度五城目町水道事業会計補正予算（第５号） 

   日程第１９ 議案第１９号 令和５年度五城目町下水道事業会計補正予算（第５号） 

   日程第２０ 議案第２０号 令和６年度五城目町一般会計予算 

   日程第２１ 議案第２１号 令和６年度五城目町国民健康保険特別会計予算 

   日程第２２ 議案第２２号 令和６年度五城目町後期高齢者医療特別会計予算 

   日程第２３ 議案第２３号 令和６年度五城目町介護保険特別会計予算 

   日程第２４ 議案第２４号 令和６年度五城目町障害認定事業特別会計予算 

   日程第２５ 議案第２５号 令和６年度五城目町水道事業会計予算 

   日程第２６ 議案第２６号 令和６年度五城目町下水道事業会計予算 
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令和６年五城目町議会３月定例会会議録  

 

令和６年２月２８日午前１０時００分五城目町議会月定例会を五城目町役場議場に招集さ

れた。 

１．応招（出席）議員は、次のとおりである。 

   １番 工 藤 政 彦          ３番 松 浦   真 

   ４番 石 川 交 三          ５番 椎 名 志 保 

   ６番 荒 川   滋          ７番 佐々木 仁 茂 

   ８番 畑 澤 洋 子          ９番 斎 藤   晋 

  １０番 石 井 光 雅         １１番 伊 藤 正 春 

  １２番 佐 藤 重 信         １３番 荒 川 正 己 

  １４番 舘 岡   隆 

１．不応招（欠席）議員は、次のとおりである。 

  な し 

１．地方自治法第１２１条の規定により、会議事件説明のため出席を求めた者は、次のと

おりである。 

  町 長   渡 邉 彦兵衛      副 町 長   澤田石 清 樹 

  教 育 長   畑 澤 政 信      総 務 課 長   東海林 博 文 

  まちづくり課課長補佐   柴 田 浩 之      税 務 課 長   笹 川 由 美 

  会 計 管 理 者   猿 田   仁      議会事務局長   猿 田 玲 子 

  農林振興課長   大 石 芳 勝      商工振興課長   小 玉 洋 史 

  建 設 課 長   猿 田 弘 巳      学校教育課長   工 藤 ひとみ 

  生涯学習課長   越 高 博 美      住民生活課長   石 井   一 

  健康福祉課長   石 井 政 幸      消 防 長   佐々木 貴 仁 

  総務課課長補佐   小 玉 重 巌 

１．会議書記は、次のとおりである。 

  議会事務局長   猿 田 玲 子 

１．会議の開閉時刻、質疑応答は別紙のとおりである。 
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             午前１０時００分 開議 

○議長（石川交三君） おはようございます。 

  本日の議事日程については、タブレットをご覧ください。 

  ただいまの出席議員数１３名、会議は成立いたしました。 

  これより本日の会議を開きます。 

  日程に従い、議案の審議に入ります。 

  議案第１号、工事請負変更契約の締結について、令和５年度 道路メンテナンス補助

事業 五城目橋橋梁補修工事を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 議案綴りの３ページをお開きください。お願いいたします。 

  議案第１号、工事請負変更契約の締結について、令和５年度 道路メンテナンス補助

事業 五城目橋橋梁補修工事についての提案理由をご説明申し上げます。 

  本案は、令和５年９月１５日に議会の議決を得ました、五城目橋橋梁補修工事につき

まして、気象状況により工事工程に遅れが生じ、かつ工事数量に変更が生じたことによ

りまして、本工事の変更契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  工期の変更につきましては、工事施工中の橋面の防水シート設置の際に悪天候が続い

たため計画工程に遅れが生じ、加えまして、秋田地域振興局建設部発注の馬場目川の浚

渫工事施工に伴いまして工事車輌の通行や資材運搬が制限され、施工計画にも遅れが生

じまして、工期を５７日間延長するものであります。 

  また、契約の金額の変更については、設計において見込んでおりました修復箇所が実

際の施工により多く確認されまして、橋桁の断面修復や橋面舗装などの施工数量が増え

たため、契約金額を６９２万３，４００円増額するものであります。 

  変更内容についてでございますが、変更前の契約金額「１億４３９万円」を変更後は

「１億１，１３１万３，４００円」とし、変更前の工期「令和５年９月１９日から令和

６年３月１５日」を、変更後は工期を「令和５年９月１９日から令和６年５月１０日」

とするものであります。 

  契約の相手方は、株式会社菅与組 五城目支店 支店長の畠山宗太郎であります。 

  なお、本契約に係る予算執行が年度を超えることから、令和５年度一般会計補正予算

において繰越明許費を設定し、関係経費を令和６年度に繰り越して事業執行することと
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しております。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願いを申し上

げます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。１４番舘岡議員 

○１４番（舘岡隆君） 今の議案上程の中身を伺えば、２か月近く工期が延びるわけでし

て、それプラスの修復箇所が増えたと、こういうふうな説明でございましたが、当然、

橋１本のことですから、まあ当然前もって最初の入札の段階で修復箇所が決定されて価

格が設定されたと思うんですけども、特別、絶対見えないところがそういうふうな状態

になってたのかどうか。その辺ちょっと明らかにしてもらいたいと思います。 

○議長（石川交三君） 猿田建設課長 

○建設課長（猿田弘巳君） 舘岡議員にお答えいたします。 

  まず今回の工期の延長につきましては、先ほど副町長が申し述べたとおりであります

が、設計変更の部分につきましては、一番大きなところでは断面修復といいまして、橋

桁、それから橋台・橋脚等々の破損しておった箇所、その修復数量の増額が主な原因と

なっております。といいますのも、例えば水のついている部分等については、目視での

確認もできません。また、桁をはつっていた場合に、その破損箇所がもっと大きかった

とか、あるいは鉄筋等々が錆び付いて橋面に、何といいますか、浮き出ている箇所等々

が多数見受けられたため、断面修復数量の増額となっております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑は終わったものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１号の審査については、

総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第２号、工事請負変更契約の締結について、令和５年災 廣徳寺橋橋梁災

害復旧工事（応急本工事）を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 議案綴りの４ページをお願いいたします。 

  議案第２号、工事請負契約の締結について、令和５年災 廣徳寺橋橋梁災害復旧工事
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（応急本工事）でございます。提案理由をご説明いたします。 

  本案は、令和５年１２月１４日に議会の議決を得ました、廣徳寺橋橋梁災害復旧工事

において、暖冬などによる気象状況により仮設工事などの工程に遅れが生じ、工期を延

長する必要があることから、本工事の変更契約を締結するため、議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるも

のであります。 

  この工期の変更については、馬場目川にかかる橋梁の橋脚と桁の撤去工事であるため、

河川の渇水期を想定しておりましたけれども、１２月下旬頃から現在に至るまで断続的

に降雨と降雪が繰り返されまして融雪も進んだことにより、馬場目川の水位に上昇、そ

してまた低下が発生したことなどによりまして計画工程と施工工程に乖離が生じまして、

施工工程の見直しを行い、工期を２３１日間延長するものでございます。 

  変更契約の内容についてでございますが、変更前の工期「令和５年１２月１８日から

令和６年３月１５日」を、変更後の工期を「令和５年１２月１８日から令和６年１０月

３１日」とするものであります。 

  契約の相手方は、株式会社菅与組 五城目支店 支店長 畠山宗太郎でございます。 

  なお、議案第１号と同様に本契約に係る予算支出が年度を超えることから、令和５年

度一般会計補正予算において繰越明許費を設定し、関係経費を令和６年度に繰り越して

事業執行することとしております。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願いを申し上

げます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。１４番舘岡議員 

○１４番（舘岡隆君） １号も２号も繰越明許で対応していくわけでございますが、この

２号の工期を見ますと、１２月１８日から３月の１５、最初の変更前の工期でございま

すが、変更後は１０月の３１日まで、つまり２３１日以上延期されるわけでございまし

て、この繰越明許なって、なる前の最初の設定された入札、落札された段階で、その工

事に、工事高によって幾らか金がどの程度支払われてるものかどうか。繰越明許の分、

仕事が随分残ってれば、この段階からいくとほとんど仕事が残ってる段階で、まるっき

り繰越明許に残していくのか。今現在支払われている金額と工事費は幾らなってますか、

伺いたいと思います。 

○議長（石川交三君） 猿田建設課長 
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○建設課長（猿田弘巳君） お答えいたします。 

  まずはじめに、支払われている金額ということでありますが、今回の変更契約におき

ましては、契約額の変更はございませんので、前払金のみとなっております。 

  併せまして、工程におきましては、何といいますか、この工事につきましては、公共

土木施設災害復旧事業、国庫負担をいただいて施工しております。令和５年災というこ

とで、これは１月１日から１２月３１日までの被災した箇所を設定されておりまして、

年度内工期を当初は契約工期としております。我々が設計する机上上での工程には何ら

支障がないものと判断し発注しておりますが、実際現場におきまして、先ほど説明いた

しましたとおり、馬場目川の水位の上昇、それから計画的な電力供給のための発電放流

等々も重なりまして、現在、施工ヤードの施工、それから橋桁撤去並びに橋脚の撤去に

かかるクレーンの乗せます架台となります仮桟橋の設置を行っておる状況でありまして、

どうしても水位の上昇・下降に左右されるところが多々ありますので、ご理解をいただ

きたいと思います。 

○議長（石川交三君） ほかに。９番斎藤議員 

○９番（斎藤晋君） 舘岡議員が話したのは数字であって、幾らということだと思います。

その幾らというの答えてないですよね。 

○議長（石川交三君） 猿田建設課長 

○建設課長（猿田弘巳君） お答えいたします。 

  契約額でありますけども、契約額が２億４６０万円であります。これに関わる１０％

が前払金でありますので、２，０４６万円、こちらが支払われております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） １０番石井議員 

○１０番（石井光雅君） この件は、うちのほうの委員会さかかることだども、一つだけ。

確かこの廣徳寺橋の工期が、全体の工期が令和７年の９月か１０月と、まあ建設課長か

ら前に説明あったども、これによってその工期が延びることはあるのかどうか。７年の

９月、１０月で完成できるのか。そこひとつ。 

○議長（石川交三君） 猿田建設課長 

○建設課長（猿田弘巳君） お答えいたします。 

  計画上の工期に変更はないと、現時点では考えております。ただし、先ほど申し上げ

ましたとおり気象条件、それから資材の購入等々に時間を要した場合は、若干の変更も
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あるかとは予想されますが、現時点では令和７年の９月、最終的な工期を目指して施工

しておる状況です。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ほかに。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑は終わったものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第２号の審査については、

総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第３号、督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例制定につい

てを議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 議案綴りの５ページをお願いいたします。 

  議案第３号、督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例制定について、提

案理由をご説明申し上げます。 

  本案は、町税等の諸収入金における督促手数料について、電子決裁等に伴う納入者及

び収納機関の負担軽減並びに収納事務の効率化を図ることを目的に、督促手数料の徴収

を廃止するため、関係する６条例の一部を改正する督促手数料の廃止に伴う関係条例の

整備に関する条例を制定するものであります。 

  次に、６ページから７ページをお願いいたします。 

  改正する条例は、五城目町町税条例、五城目町諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴

収に関する条例、五城目町道路占用料徴収条例、五城目町水道事業給水条例、五城目町

介護保険条例、五城目町後期高齢者医療に関する条例の６条例であります。それぞれの

条例において、督促手数料を削る改正となっております。 

  施行期日は、令和６年４月１日からとし、施行期日の前日までに発した督促状に係る

督促手数料については、従前のとおり徴収するという形で規定させていただいておりま

す。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願いを申し上
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げます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第３号の審査については、

総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第４号、五城目町減債基金条例等を廃止する条例制定についてを議題とい

たします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 議案綴りの８ページをお願いいたします。 

  議案第４号、五城目町減債基金条例等を廃止する条例制定について、提案理由をご説

明申し上げます。 

  本案は、令和５年７月の大雨災害対策事業等に要する財源として多額の財政調整基金

を取り崩したことにより、今後における災害などの不測の事態が生じた場合に財政的に

対応ができないことが想定されることなどから、既存の基金のうち不急のものを廃止し、

財政基盤の安定を図ることを目的に財政調整基金に積み立てるため、関係する４条例を

廃止する、五城目町減債基金条例等を廃止する条例を制定するものであります。 

  ９ページをお願いいたします。 

  廃止する条例は、五城目町減債基金条例、五城目町土地開発基金条例、五城目町教育

施設整備基金設置条例、五城目町企業立地推進基金条例の４条例であります。 

  施行期日は、令和６年３月２９日からとしております。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願いを申し上

げます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ
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とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第４号の審査については、

総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第５号、五城目町の休日を定める条例の一部を改正する条例制定について

を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 議案綴り１０ページをお願いいたします。 

  議案第５号、五城目町の休日を定める条例の一部を改正する条例制定について、提案

理由をご説明申し上げます。 

  本案は、地方自治体の休日のうち地方自治法第４条の２第２項第３号に規定する年末

年始の休日について、町内事業所の年末年始の休暇期間と合わせることで、町民にとっ

て身近な行政サービスの提供、充実を図ることを目的としまして、平成１７年の改正以

降、多くの自治体とは休日の期間をずらし、毎年１２月３１日から翌年１月５日までと

定めておりましたが、行政のデジタル化が進む現状に鑑み、コンビニ交付などＤＸ化を

推進させ、他の自治体と休日期間を合わせることで業務の効率化を図り、住民サービス

の充実を図ることを目的に、当該条例の一部を改正するものであります。 

  １１ページをお願いいたします。 

  改正内容は、年末年始の休日を「毎年１２月３１日から翌年の１月５日まで」として

いるものを、「毎年１２月２９日から翌年１月３日まで」に改めるものでございます。 

  なお、附則におきまして、五城目町の休日を定める条例のほか、五城目町職員の勤務

時間、休暇等に関する条例、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、五城目町会

計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の３条例についても同様に改めるもの

でございます。 

  施行期日は、公布の日からとしております。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願いを申し上

げます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 
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  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第５号の審査については、

総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第６号、五城目町個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例制

定についてを議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 議案綴り１２ページをお願いいたします。 

  議案第６号、五城目町個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例制定につ

いて、提案理由をご説明申し上げます。 

  本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等

の一部を改正する法律が公布されまして、公布の日から起算して１年３か月を超えない

範囲内において政令で定める日から施行することとされたことから、当該条例の施行日

に合わせまして、マイナンバーの利用範囲と情報連携の拡大を図ることを目的としまし

て、当該条例の一部を改正するものであります。 

  １３ページから１４ページに改正文がありますけれども、ご覧いただきたいと思いま

す。 

  改正内容についてでございますが、当該法律の改正によりまして、特定個人番号利用

事務や利用特定個人情報などに関することを条例で規定することで、社会保障制度、税

制及び災害対策以外の行政事務においてもマイナンバーの利用ができるようにする改正

となっております。これにより、各種事務手続における添付書類の省略など、住民の利

便性の向上も図られるものでございます。 

  施行期日につきましては、当該法律の施行の日からとし、ただし、改正文にあります

第１条、それから第５条、別表第１及び別表第２の改正規定については、公布の日から

としております。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願いを申し上

げます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。１３番荒川正己議員 

○１３番（荒川正己君） マイナンバーカードがっていうか、マイナンバーが国民に事前
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に付されて、マイナンバーカードもかなりの率で発行されて、で、その中で例えば今回

の条例改正にかかわって、今まで、たぶんマイナンバーカードが、マイナンバーが健康

保険はもちろんですけども、銀行口座も登録で結び付けられているわけですよね。で、

その場合、こういういろんな福祉のこういう項目の中で、今まではいろんな福祉でお金

を、何ていうかな、給付金とかある場合に、マイナンバーカードに例えば銀行口座結び

付けたにもかかわらず、銀行口座の問い合わせをしなければいけないという形だったん

ですけども、その点は、この改正でどのようになるのか、教えてください。 

○議長（石川交三君） 答弁者は。東海林総務課長 

○総務課長（東海林博文君） 荒川議員のご質問にお答えいたします。 

  具体的には、具体的なところまでちょっと明らかでは、はっきりお答えはできません

けれども、マイナンバー、個人情報、個人、特定個人番号の利用範囲を拡大することと

いうことでもって効率化を図るということでありまして、その中で特定個人情報の利用

範囲を拡大するということがございます。その中には医療保険給付関係の情報につきま

しても利用範囲を拡大し、利用範囲と情報連携を拡大するという部分がございますので、

そういった内容の中で行政手続に関わる部分については利用可能となってくるものだと

いうふうに理解してございます。 

  以上でございます。 

○議長（石川交三君） ほかに。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑は終わったものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第６号の審査については、

総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第７号、五城目町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 議案綴り１５ページをお願いいたします。 

  議案第７号、五城目町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改
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正する条例制定について、提案理由をご説明申し上げます。 

  本案は、物価上昇等の社会経済情勢による最低賃金の引き上げに伴い、会計年度任用

職員の給料表の改定を実施するため、当該条例の一部を改正するものであります。 

  １６ページから１８ページをお願いいたします。 

  別表第１の給料表については、全部を改正するものであります。この給料表は、国の

行政職の表の２をベースに、号給を４０号から１０号増やしまして５０号までとして作

成させていただいております。今現在の会計年度職員での、この改定後の支給額を試算

しますと、月額で概ね６，０００円前後の増額となるものでございます。 

  施行期日は、令和６年４月１日からとしております。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願いを申し上

げます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。９番斎藤議員 

○９番（斎藤晋君） この表の中の給と号がありますけども、これの説明、詳しい説明を

お願いします。 

○議長（石川交三君） 答弁者は。東海林総務課長 

○総務課長（東海林博文君） 斎藤議員にお答えいたします。 

  たぶん正誤表のほうをご覧になってご質問されているんですか。 

  正誤表のほうの１４ページのほうをご覧いただければと思います。 

             （「新旧対照表」の声あり） 

○総務課長（東海林博文君） あ、新旧対照表。ごめんなさい。新旧対照表のほうです。

１４ページのほうをご覧いただければと思います。１４ページ。新旧対照表の・・・１

４ページになります。 

  左側が改正案になります。１級、２級というのは職務の級でございまして、私、一般

の職員で言いますと、主事とか主任とかいう区分になります。で、号給というのが１号、

２号ということで、そのそれぞれの経験年数でもって付与される区分になります。 

  こちらの説明でよろしいでしょうか。 

             （「もう少し詳しく。」の声あり） 

○総務課長（東海林博文君） 具体的に申し上げますと、今回、号給の１号、右側、この

新旧対照表の右側の表ですね、１級の１６号というところが今までにあった人が、方が

最低賃金が上がったことによりまして左側の１級の１号に該当するということになりま
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す。それは右側の現行の１級の１６号という以下の号給につきましては、最低賃金が上

がったことによりまして、現行は要らなくなったといいますか、使う必要のなくなった

区分ということになります。で、改めて左側の表の１級の１号でもって、その今までの

一番、採用された際の一番最初の給与月額となるというところでございます。 

○議長（石川交三君） 総務課長、以上なら以上で、あと座ってください。 

○総務課長（東海林博文君） 以上です、はい。 

○議長（石川交三君） ほかに。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑は終わったものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第７号の審査については、

総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第８号、五城目町介護保険条例の一部を改正する条例制定についてを議題

といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 議案綴りの１９ページをお願いいたします。 

  議案第８号、五城目町介護保険条例の一部を改正する条例制定について、提案理由を

ご説明申し上げます。 

  本案は、介護保険法第１１７条第１項の規定に基づき、第９期介護保険事業計画を策

定したことに伴い、令和６年度から令和８年度までの第１号被保険者の介護保険料を改

定するため、当該条例の一部を改正するものであります。 

  ２０ページから２１ページをお願いいたします。 

  保険料を定める第１条第１項の改正では、令和６年度から令和８年度における階層ご

との年間の介護保険料の額を規定し、所得基準の階層について保険料の負担の均衡を図

るため、中間所得層に該当する所得金額の区分及び負担割合を見直し、さらに１段階増

やし、１３段階と改めております。 

  次の８条第２項の改正では、令和６年度から８年度における保険料の減額賦課を規定

しております。 
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  施行期日は、令和６年４月１日からとしております。 

  それから、議会初日に、このＡ３の横の表が配られてると思いますし、また、タブレ

ットのほうにも載ってございますけれども、そちらのほうご準備していただきたいと思

います。 

  参考資料として配らせていただきましたけれども、第８期計画と第９期計画の月額の

保険料を比較するための表となっております。黄色の表示のところをご覧いただきたい

と思いますが、本人が非課税で家族が課税されている標準的な段階であります、階層で

あります第５段階における改定後の保険料については、第８期計画では月額８，３００

円でありましたけれども、第９期計画においては、それより１，１００円減額し、月額

７，２００円としております。被保険者数については、第９期計画は見込みの数を載せ

たものでございます。 

  なお、この２月の８日開催の議会全員協議会におきましては、この第５段階の保険料

について、会計であります基金残高を２億５，０００万円と見込んで、財政調整基金を

３年間で１億円取り崩すということでお話を、説明をさせていただいておりましたが、

更なる保険料の負担軽減を図るため、今回は財政調整基金を３年間で１億円から１億２，

５００万円に取り崩しを増やしまして、月額７，２００円の保険料とさせていただいて

おります。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第８号の審査については、

教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第９号、五城目町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 
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○副町長（澤田石清樹君） 議案綴り２２ページをお願いいたします。 

  議案第９号、五城目町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例制定について、提案理由をご説明申し上げます。 

  本案は、「放課後児童健全育成事業の実施について（令和５年４月１２日付こ成環第

５号）」が発出されまして、「放課後児童健全育成事業実施要領」が改められましたこ

とにより、放課後児童支援員とみなす研修終了予定者に係る新たな経過措置を規定する

ため、当該条例の一部を改正するものであります。 

  次の２３ページをお願いします。 

  附則の第２条におきまして、「令和６年３月３１日まで」となっている経過措置につ

きまして、「当分の間」または「その者の研修計画を定めた上で、放課後児童支援員と

しての業務に従事することとなった日から２年以内に」に改めるものでございます。 

  施行日は、公布の日からとしております。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願いを申し上

げます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第９号の審査については、

教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第１０号、五城目町水道事業給水条例の一部を改正する条例制定について

を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 議案綴り２４ページをお願いします。 

  議案第１０号、五城目町水道事業給水条例の一部を改正する条例制定について、提案

理由をご説明申し上げます。 

  本案は、水道法の一部改正により、厚生労働大臣が所管している水道の整備・管理行

政に関する権限が国土交通大臣及び環境大臣に移管することに伴い、当該条例の一部を
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改正するものであります。 

  ２５ページをお願いします。 

  改正文にありますとおり、「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改め、施行期日は、

令和６年４月１日からとしております。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願いを申し上

げます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１０号の審査について

は、総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第１１号、五城目町総合交流センター五城館の指定管理者の指定について

を議題といたします。 

  地方自治法第１１７条の規定によりまして、関係議員は除斥となります。 

  ６番荒川滋議員の退場を求めます。 

             （６番 荒川滋議員 退場） 

○議長（石川交三君） 本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 議案綴りの２６ページをお願いいたします。 

  議案第１１号、五城目町総合交流センター五城館の指定管理者の指定について、提案

理由をご説明申し上げます。 

  本案は、五城目町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例第５条第１

項の規定により選定した五城目町総合交流センター五城館の指定管理者の候補者につい

て、地方自治法２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

  当該施設の指定管理については、町が出資するまちづくり会社と交流施設を介した地

域の反映は密接であるということから、五城目町公の施設に係る指定管理者の指定に関

する条例第５条第１項の規定に基づき、株式会社あったか五城目を候補者として選定し

ております。 
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  なお、提出されました申請書では、令和５年１２月に町が支出した財政支援の効果の

ほかに原価率の圧縮などにも取り組むこととなっており、収支計画において経営の改善

も示されております。 

  指定管理者の指定期間は、令和６年４月１日から令和９年３月３１日までの３年間で

あります。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願いを申し上

げます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１１号の審査について

は、総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  ６番荒川滋議員の除斥を解いて、入場を許可いたします。 

             （６番 荒川滋議員 入場） 

○議長（石川交三君） 次に、議案第１２号、専決処分（第１号）の承認を求めることに

ついて、令和５年度五城目町一般会計補正予算（第７号）を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 令和５年度一般会計予算の令和６年１月１日付けの町長専決

処分の予算書１ページをお願いいたします。 

  議案第１２号、専決処分（第１号）の承認を求めることについて、令和５年度五城目

町一般会計補正予算（第７号）の提案理由についてご説明を申し上げます。 

  本案は、昨年７月の大雨災害の被災者住宅支援等に関する業務について、災害対策本

部から住民生活課に業務を引き継いだことにより、関係職員３人を住民生活課への異動

を行ったことに伴う人件費を付け替える補正、それと、物価高騰対策に対する国交付金

である地方創生臨時交付金を活用して住民支援をいち早く進めるため、住民への補助金

や事務費などの関係経費の補正につきまして、地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、令和６年１月１日付けをもって令和５年度五城目町一般会計補正予算（第７号）と
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して専決処分させていただいたものであります。 

  補正予算の額は、第１条にありますように歳入歳出それぞれ４，６２１万６，０００

円を追加し、補正後の歳入歳出予算総額を１０６億９，１７３万４，０００円とするも

のであります。 

  ３ページをお願いいたします。 

  第１表、歳入歳出予算補正にありますとおり、歳入につきましては、国庫補助金４，

６２１万６，０００円の増額補正であります。 

  歳出でございますが、人件費の付け替え分の補正はプラスマイナスゼロでございまし

て、物価高騰の重点支援特別給付金事業関係経費を新たに加えるため、合計欄にありま

すけれども、４，６２１万６，０００円を補正する内容となってございます。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１２号の審査について

は、総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第１３号、専決処分（第２号）の承認を求めることについて、五城目町手

数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 議案綴り２８ページをお願いします。 

  議案第１３号、専決処分（第２号）の承認を求めることについて、五城目町手数料条

例の一部を改正する条例について、提案理由をご説明申し上げます。 

  本案は、戸籍法の一部を改正する法律が公布されまして、令和６年３月１日から施行

されることに伴い、当該条例の関係部分の一部改正について専決処分をしたものであり、

報告し、承認を求めるものであります。 

  ３０・３１ページをお願いいたします。 
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  第２条の第１号、それから第３号、第５号の改正において、本籍地以外の市区町村窓

口において戸籍謄本等を交付する、いわゆる広域交付を行った場合、及び戸籍等を電子

証明書として確認を行うために用いるパスワードである戸籍電子証明書提供用識別符号

を発行した場合の手数料を定めたものとなっております。広域交付事務手数料について

は、１件につき、戸籍の場合は４５０円、除籍の場合は７５０円などとし、戸籍の電子

証明書提供用識別符号の発行事務手数料については、１件につき４００円、除籍につい

ての場合は７００円とするものでございます。 

  以上が説明となります。ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願いを申し上

げます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１３号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第１４号、令和５年度五城目町一般会計補正予算（第８号）を議題といた

します。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 令和５年度３月補正予算書の１ページをお願いいたします。 

  議案第１４号、令和５年度五城目町一般会計補正予算（第８号）について、提案理由

をご説明申し上げます。 

  本案は、主に事業費の実績見込みや精算による補正であります。 

  はじめに、第１条による補正額でありますけれども、歳入歳出からそれぞれ１１億４，

４５６万２，０００円を減額し、補正後の歳入歳出予算総額を９５億４，７１７万２，

０００円とするものであります。 

  次に、第２条による繰越明許費は、災害復旧に係る事業など７事業を計上しており、

詳細については６ページの第２表で説明します。 

  次に、第３条による地方債の補正は、各種事業の精算などに伴い、新たに追加する地
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方債及び地方債の限度額を変更する補正を行うものであり、これも詳細については６ペー

ジと７ページの第３表でご説明します。 

  それでは、６ページをお願いいたします。 

  第２表、繰越明許費、令和５年度予算を翌年度に繰り越す繰越明許費は７件の事業と

なっており、一般廃棄物埋立処分場管理運営事業は、資材調達に期間を要するため、３，

４３２万円を繰り越すものであります。農業費及び土木管理費における４事業につきま

しては、県営事業に係る負担金を繰り越すものであります。地方道路整備事業は、寺庭

橋と五城目橋の補修事業で１億４，５６４万３，０００円、それから災害復旧事業は、

廣徳寺橋などの災害復旧事業１２億４，８８７万８，０００円を繰り越すものでありま

す。 

  続いて下の第３表、地方債補正は、事業費の確定に伴う地方債の補正で、追加が２件、

変更が１４件となっております。 

  なお、この追加における公共施設等総合管理基金事業費充当の起債は、本年度におけ

る過疎債ソフト枠の活用残について、翌年度以降の事業に充当するためのものでありま

す。また、歳入欠陥債につきましては、昨年７月の豪雨災害で被災した住宅などの町税

の減免措置に対する減税分に充てるための起債として追加するものでございます。 

  それでは、補正の主な内容についてご説明を申し上げますが、事業費の確定や精算ま

たは実績見込みによる減額補正などにつきましては、説明を簡略化または割愛させてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  歳入における主な補正内容についてご説明を申し上げます。 

  はじめに、町税の補正でございますが、１２ページをお願いいたします。１款１項町

民税の１目個人２１４万円の減額、それから２目法人８４万円の増額は、調定の実績に

よる補正であります。 

  続いて１４ページをお願いいたします。１款２項１目固定資産税５０１万９，０００

円の減額は、同様に調定実績による補正であります。 

  続いて１６ページの軽自動車税から２０ページの入湯税につきましては、それぞれ調

定実績による補正でありまして、詳細説明は省略させていただきたいと思います。 

  続きまして２２ページから３２ページまでの各種交付金がございますが、これもそれ

ぞれの交付見込みによる補正でございまして、同様、説明のほうは省略させていただき

たいと思います。 
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  続きまして３４ページまでお願いしたいと思いますが、３４ページ、１２款１項１目

の災害復旧費分担金、続いて３６ページの１２款２項１目の民生費負担金、それから３

８ページの１３款１項使用料、４０ページの１３款２項の手数料、そして４２ページの

１４款１項国庫負担金についても、実績見込みによる補正であります。詳細は省略させ

ていただきますが、４２・４３ページの３目でございますが、災害復旧費国庫負担金の

２節の６０、現年災害復旧事業費負担金（繰越）は、土木施設について繰越事業として

実施するため、上にあります現年分の負担金を減額しまして、繰越分として６億６，５

０５万９，０００円を増額するものでございます。 

  続きまして４４ページをお願いいたします。１４款２項国庫補助金でありますが、こ

れも実績見込みによる補正となってます。なお、４目の土木費国庫補助金の１節の６０

社会資本整備総合交付金、地方道路整備事業の繰越については、五城目橋、寺庭橋の補

修工事を繰越事業として実施するため、先ほどと同様、上段の現年分の補助金を減額し、

繰越分として６，７７２万６，０００円を増額補正するものであります。 

  続いて４６ページをお願いいたします。１５款の県負担金は実績見込みによる補正で

ございますが、その中の２目衛生費の県負担金の１節の０１感染予防事業費等負担金に

つきましては、昨年７月の大雨災害時の住宅などの消毒事業につきまして補助対象事業

となる部分があるということで、県補助金としまして、負担金としまして５２１万９，

０００円が見込まれるということで増額補正をさせていただいております。 

  次に、４８ページをお願いします。１５款の２項県補助金は、実績見込みによる補正

であります。なお、２目の民生費県補助金の１節０８ひとり親家庭等住宅整備資金補助

金１５０万円の増額でございますが、県の貸付事業で、ひとり親家庭等の住宅改修資金

等の貸付に対する県の補助金を１件分補正させていただいております。 

  続いて５０ページをお願いしますが、この１５款３項委託金は、全て実績見込みによ

る補正となっております。 

  ページを５２ページにお願いしますが、１６款１項２目利子及び配当金１節の配当金

収入３７万５，０００円の増額は、秋田総合投資事業有限責任組合分担金でファンドの

起業者への支援が終了したことに伴い、残金が分配されたことに伴う補正であります。

その下の基金利子収入がトータルで１０７万２，０００円の増となってございますが、

各種基金の定期預金等による運用益を計上しております。 

  続いて５４ページをお願いします。４目の生産物売払収入の１節の０１の素材売払収
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入、農林振興課分の３１４万１，０００円の増額は、町有林の間伐の実績見込みによる

補正であります。 

  次の５６ページをお願いいたします。１７款１項１目の寄附金２５０万９，０００円

の減額は、ふるさと納税寄附金などの実績見込みによる補正でございます。 

  続いて５８ページをお願いいたします。１８款１項１目の特別会計繰入金の１節０１

特別会計繰入金の２４万円の減額ですが、国民健康保険特別会計からの健診事業の精算

金、それから後期高齢者医療保険特別会計からの事務費の精算による額を計上させてい

ただいたものであります。 

  続いて次の６０ページをお願いいたします。１８款２項１目財政調整基金繰入金５，

６２０万８，０００円の減額は、今回の補正の歳入歳出の収支調整として計上したもの

でございます。同じく２目減債基金繰入金、３目土地開発基金繰入金、５目教育施設整

備基金繰入金、９目企業立地推進基金繰入金の４つの基金合わせまして１億３，５２６

万７，０００円については、昨年７月の大雨災害への対応で財政事情が厳しくなってい

る中、財政基盤の安定を図るため、既存の基金のうちで不急の基金を廃止することによ

る繰入を計上したものであります。なお、これらの繰入金は全て財政調整基金に積み立

てることとしております。同じく７目のふるさと愛郷基金繰入金１，１１６万９，００

０円の増額でございますが、ふるさと納税寄附をいただいた方々が目的として行ってお

ります分野別の目的事業に充てるための繰入金として計上しております。同じく１１目

の１節の０１公共施設等総合管理基金繰入金２，４４０万円の減額、それからその下の

０２、同様の名称でございますが、繰越で３，７００万円の増額は、充当事業の精算と

五城目橋、それから寺庭橋の補修工事が繰越事業となるため、その繰入金の繰越を計上

したものでございます。同じく１３目学校給食費の無償化基金の繰入は、充当事業の精

算、まあ４月から１２月までの給食費の補助に係る分ということで精算による実績の補

正でございます。 

  続いて６２ページをお願いします。１９款１項１目の繰越金の１節０１前年度繰越金

の補正は、前年度決算剰余金の確定額のうち、１２月補正で保留をしておりました残り

の２，０００万円を補正するものでございまして、全額、学校給食費無償化基金への積

み立てを行うこととしております。 

  続いて６６ページをお願いします。２０款６項の雑入、いずれも精算または実績見込

みによる補正でありますが、６目の雑入のうちの１節の０１まちづくり課分の８７万円
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の増額は、県工事によりましてＮＴＴ柱、電力柱の移設に伴う、それに架設しておりま

す光ケーブルの物件の移転補償費２２３万３，０００円を含む精算額であります。で、

下の０２の総務課分４４４万２，０００円の増額は、昨年７月の大雨災害で被害に遭い

ました公用車の保険などを含む精算額であります。同じく、そこの目の６節の農林振興

課分の２１万６，０００円の増額は、千代田区と脱炭素社会連携協定に基づく森林整備

に係る分担金であります。 

  続いて６８ページをお願いいたします。２１款１項町債、いずれも事業費の確定によ

る精算、または国の補正予算に係る繰越事業に伴い翌年度に繰り越すための補正などと

なっております。 

  歳入における主な内容の説明は終わりまして、次に歳出についてご説明します。 

  歳入同様、事務事業費の精算または実績見込みによる減額補正などにつきましては、

説明の簡略化または割愛させていただきたく、よろしくお願いを申し上げます。 

  それでは７４ページをお願いします。２款１項６目の企画費の０００１企画費一般で

ありますが、その中の１８節の負担金の０１光ケーブル移設工事費の負担金は、県工事

として行うＮＴＴ柱などの移設に伴う光ケーブル支障移転工事として１件、それから災

害に伴う電力柱移設に伴う光ケーブルの支障移転工事が２件、合わせまして４４９万３，

０００円を計上させていただいてます。同じ７４ページの一番下にあります地域活性化

支援センター０００５の１０節の０６修繕費は、活性化支援センターの体育館の照明灯

などを交換する経費としまして２６万４，０００円を計上しております。 

  続きまして７６ページをお願いします。０００７ふるさと納税の２４節の０１ふるさ

と愛郷基金積立金は、寄附金の実績見込みにより積立金として９０５万４，０００円を

計上しております。 

  続きまして８０ページをお願いします。２款１項１１目の諸費でございますが、その

中の０００５の健康福祉課関係の２２節償還金利子及び割引料でございますが、２２番

から過年度特定感染症検査等事業費補助金返還など、ここの細節にあるところ合わせま

すと５件の過年度の国支出金の精算に伴う返還金としまして７３９万７，０００円を計

上しております。 

  続きまして８２ページをお願いします。２款２項２目賦課徴収費の０００１の賦課徴

収費の１８節の負補交でございますが、これは秋田県の町村電算共同事業組合の負担金

として地方税のＱＲコード対応の税目拡大に伴うシステム改修費として２０万８，００
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０円を計上させていただいております。 

  飛びまして９６ページをお願いいたします。３款２項１目の児童福祉総務費０００１

の児童福祉総務費の一般の１０節需用費のところでございますが、修繕料として計上し

ていますが、雀舘運動公園のベンチとテーブルの修理経費として５８万８，０００円、

同じくその下なりますが、手数料を載せてますが、これも雀舘運動公園の複合の遊具を

撤去する費用として４７万１，０００円を計上しております。同じくその下の貸付金で

ございますが、ひとり親家庭等住宅支援整備資金貸付金として県の貸付事業であります

が、１５０万円が限度となっている貸付金でありますが、この１件分１５０万円を載せ

てございます。 

  続いて１０２ページをお願いいたします。４款１項１目の保健衛生総務費０００２の

保健介護支援センターの施設管理費の１０節の燃料費でございますが、ケアセンターの

灯油代の増により１０万円を計上しております。 

  続きまして１１０ページをお願いいたします。１１０ページの４款３項２目の塵芥処

理費００６０の一般廃棄物埋立処分場管理運営費の繰越３，４３２万円の増額は、今年

度実施している改修工事のうち、電気の計装設備に係る部品の納品の遅れによりまして

翌年度に繰り越すための補正となっております。 

  続いて１１２ページをお願いいたします。６款１項５目農地費の中の０００１農地費

一般の１８節の負補交の中でございますが、秋田県土地改良事業団連合会負担金は、山

内地区のため池等整備に係る特別賦課金として５万円を計上させていただいております。 

  続いて１１４ページをお願いします。００６０農地集積加速化基盤整備事業（繰越）

が５８０万２，０００円でありますが、高岡地区の圃場整備に対する町の負担金であり

ます。その下の０００６ため池等整備事業（繰越）についても、８９２万３，０００円

であり、身ノ淵地区、それから山内地区及び真崎堰地区の県営ため池等整備に関する町

の負担金であります。同じくその下の００６２の県営事業土地改良事業費（繰越）の２

０７万４，０００円は、今戸地区、そして八郎潟一地区の土地改良事業に対する町の負

担金でありますが、この００６０から００６２の３件の負担金は、国の補正予算による

県営事業の繰越などにより翌年度に繰り越すものであります。 

  続いて１１６ページをお願いいたします。６款２項１目の林業総務費の中の０００２

の有害鳥獣対策費８４万２，０００円の増額は、クマの出没の見回りの増、それからク

マ解体に係る水道代の補助を含めまして精算見込みによる補正であります。 
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  続いて１２０ページをお願いいたします。７款１項５目の観光施設管理運営費０００

２の悠紀の国五城目６９万円の増額は、業務用の冷凍冷蔵庫の購入を行うための補正で

あります。同じく０００６の朝市ふれあい館の１７節の施設用備品購入費の７万９，０

００円の増額は、屋外のテーブルセットの購入費用を補正するものであります。 

  続きまして１２２ページをお願いします。８款１項１目の土木総務費の００６０の土

木総務費一般の繰越４００万円の増額は、内川浅見内地区の急傾斜地崩壊対策に対する

町の負担金でありますが、これについても県営事業の繰越により翌年度に繰り越すもの

でございます。 

  続いて１２４ページをお願いいたします。８款２項３目の道路新設改良費００６０の

地方道路整備事業交付金の繰越１億４，５６４万３，０００円の増額は、歳入でも申し

上げましたように、五城目、寺庭橋の補修工事の進捗状況により翌年度に繰り越すもの

でございます。 

  続いて１２８ページをお願いいたします。８款４項２目街路事業費０００１の街路維

持補修事業４７万６，０００円の増額補正でございますが、街路樹の管理保全について、

この剪定箇所が増えたためのものでございます。 

  続いて１３２ページをお願いいたします。９款１項１目消防諸費の０００１の消防活

動費の１０節消耗品でございますが、新規採用職員の被服一式を購入するための経費と

して８９万１，０００円を計上しております。同じく０００３の施設管理費の１０節の

中の修繕料でございますが、消防庁舎の訓練室のエアコン修理代として３０万３，００

０円を計上しております。 

  続きまして１３４ページをお願いします。３目の消防施設費の０００１の消防施設費

一般の１０節の修繕料でございますが、久保町内の防火水槽の修繕費として４万４，０

００円を計上してございます。 

  続きまして、飛びますが１５２ページをお願いいたします。１１款１項１目の農地・

農業用施設災害復旧費０００１の現年災害復旧事業１２億２，２５６万３，０００円の

減額は、昨年７月の大雨災害で被害を受けた農地・農業用施設の災害復旧事業について、

精算見込みと工事進捗状況等により翌年度に過年度事業として実施するために減額補正

としております。同じく２目の林道施設災害復旧費０００１の現年災害復旧事業の１，

２７８万８，０００円の減額は、これも大雨災害で被災を受けた林道施設の災害復旧事

業について、精算見込みと事業の進捗状況によりまして翌年度において過年度事業とし
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て実施するための減額補正となっております。 

  続きまして１５４ページをお願いします。１１款２項１目の現年災害復旧費の０００

１の災害復旧事業の８億２，８６５万４，０００円の減額でございますが、これもやは

り大雨災害で被害を受けました河川、そして道路等の公共土木施設の災害復旧事業につ

きまして、精算見込みと、あと工事の進捗状況により翌年度に繰越するための減額補正

となっておりまして、その下の００６０については、総額で１２億４，８８７万８，０

００円を繰越ということで増額しております。 

  続いて１５６ページをお願いいたします。１２款１項１目の公債費の中の元金６万４，

０００円の増額でございますが、利率変動型の起債の借り換えによりまして新たに償還

計画が組まれたことに伴う補正でございます。同じく２目の利子の１０６万７，０００

円の増額は、借入れの実績に伴う補正でございます。 

  続いて１５８ページをお願いいたします。１３款２項１目０００１の財政調整基金は、

令和５年度中の定期預金等の運用益が１０１万８，０００円でありまして、これと歳入

でもご説明しましたけれども、減債基金、土地開発基金、教育施設整備基金、企業立地

推進基金の４基金の整理・廃止による基金繰入金１億３，５２７万１，０００円と合わ

せまして、トータル１億３，６２８万９，０００円を補正するものであります。なお、

財政調整基金の令和５年度の末の残高につきましては、予算ベースではありますけれど

も、前年度末と比較しますと６億７，４０２万５，０００円減額となりまして、残高見

込みとしましては６億１，１７９万５，０００円となるものでございます。同じく４目

の０００１の公共施設等総合管理基金４８０万３，０００円の補正でございますが、令

和５年度中の定期預金等の運用益と、これも過疎債ソフト枠で借入れました４８０万円

を合わせて補正するものでございます。 

  私からの説明は以上となりますが、教育委員会関係の補正内容につきましては教育長

がご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（石川交三君） 畑澤教育長 

○教育長（畑澤政信君） 私から教育委員会関係の一般会計補正予算の主な内容について

ご説明申し上げます。 

  はじめに、歳入についてご説明申し上げます。 

  ３６ページをお願いします。１２款２項１目民生費負担金１５万３，０００円の減額

補正は、放課後児童クラブすずむしクラブの利用料の実績見込みによるものであります。 
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  ３８ページをお願いします。１３款１項６目教育使用料３５３万９，０００円の減額

補正は、山村開発センター、圏民体育館、屋内温水プールの使用実績見込みによるもの

であります。 

  ４８ページをお願いします。１５款２項６目教育費県補助金８万４，０００円の減額

補正は、放課後子ども教室推進事業補助金の交付額決定によるものであります。 

  ６０ページをお願いします。１８款２項５目教育施設整備基金繰入金１，００４万１，

０００円の増額補正は、先ほど副町長も説明いたしましたが、既存基金を整理・廃止す

ることによる繰入金を計上することによるものであります。同じく１３目学校給食費無

償化基金繰入金６８３万円の減額補正は、４月から１２月分までの実績による基金繰り

入れすることによるものであります。 

  ６６ページをお願いします。２０款６項５目納付金７節社会教育事業納付金５３０万

６，０００円の減額補正は、屋内温水プールで実施している水泳教室の指導料実績見込

みによるものであります。同じく６目雑入、生涯学習課分２万１，０００円の減額補正

は、施設に設置している自動販売機の電気使用料の実績見込みによるものであります。 

  続いて歳出について主なものを申し上げます。 

  ８０ページをお願いします。２款１項１１目諸費０００６学校教育課関係２４万１，

０００円の増額補正は、令和４年度子ども・子育て支援交付金の精算に伴う返還分によ

るものであります。 

  １２８ページをお願いします。８款４項５目公園管理費０００１公園管理費１２４万

８，０００円の減額補正は、光熱水費の使用実績見込みによるものと、保守管理委託料

の契約差金によるものであります。 

  １３６ページをお願いします。１０款１項２目事務局費０００２事務局用事務費７万

２，０００円の減額補正は、委員報酬の実績見込みによるものであります。０００４放

課後児童健全育成事業７１万５，０００円の減額補正は、すずむしクラブの会計年度任

用職員の報酬の実績見込みによるものであります。０００５児童生徒学校生活サポート

事業９６万４，０００円の減額補正は、会計年度任用職員の報酬の実績見込みによるも

のであります。０００７放課後児童学習支援事業４万１，０００円の増額補正は、わか

すぎくらぶの会計年度任用職員の報酬の実績見込みによるものであります。０００９学

校教育活動推進事業５８万８，０００円の減額補正は、会計年度任用職員の報酬の実績

見込みによるものであります。同じく３目教育助成費０００１教育助成費一般３万５，
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０００円の減額補正は、各種招待試合の補助金の実績見込みによるものであります。 

  １３８ページをお願いします。０００３育英資金貸付５４万円の減額補正は、貸付金

の実績見込みによるものであります。 

  １４０ページをお願いします。１０款２項１目小学校管理費０００１管理費一般１７

０万１，０００円の減額補正は、主に実績見込みによるものではありますが、施設用備

品購入費４万４，０００円の増額は、特別支援教室に設置するサーキュレーターの購入

費を増額補正するものであります。同じく２目小学校教育振興費０００１教育振興費一

般７万６，０００円の減額補正は、スクールバス及びスクールタクシーの運行委託料の

実績見込みによるものであります。０００２要・準要保護児童就学奨励事業６８万１，

０００円の減額補正は、対象児童数の減による実績見込みによるものであります。００

０３コンピューター導入事業１６万５，０００円の減額補正は、備品購入費の契約差金

によるものであります。 

  １４２ページをお願いします。１０款３項１目中学校管理費０００１管理費一般２４

８万３，０００円の減額補正は、実績見込みによるものであります。同じく２目中学校

教育振興費０００１教育振興費一般９万円の減額補正は、スクールバス及びスクールタ

クシーの運行委託料の増額並びに大会出場費補助金の実績見込みによるものであります。

０００２要・準要保護生徒就学奨励事業２９万８，０００円の減額補正は、要・準要保

護生徒援助費の実績見込みによるものであります。 

  １４４ページをお願いします。１０款４項１目社会教育総務費０００４文化財保護対

策事業６万７，０００円の減額補正は、試掘調査終了によるものであります。０００６

放課後子ども教室推進事業２０万円の減額補正は、報償費の実績見込みによるものであ

ります。同じく２目社会教育施設管理運営費０００２山村開発センター４３８万３，０

００円の減額補正は、光熱水費の実績見込みによるものと、委託料及び工事請負費につ

いては契約差金によるものであります。０００８総合生きがいセンター４２万円の減額

補正は、委託料の契約差金によるものであります。００１２杉沢交流センター３０万円

の減額補正は、光熱水費の実績見込みによるものであります。００１４地域図書室１８

万円の減額補正は、報償費の実績見込みによるものであります。同じく３目学級費００

０３国際理解講座報償費１０万円の減額補正は、事業実績見込みによるものであります。 

  １４８ページをお願いいたします。１０款５項１目保健体育総務費０００１保健体育

総務費一般８９万６，０００円の減額補正は、スポーツ推進委員報酬と燃料費及び保守
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管理委託料の実績見込みによるもの、補助金は事業の実績による減額補正であります。

報償費の４万円の増額補正は、全国大会出場選手への激励金４人分であります。０００

４地域スポーツ活動推進事業費１８万円の減額補正は、報償費の実績見込みによるもの

であります。同じく２目学校給食費０００１要・準要保護児童生徒給食奨励事業７７万

６，０００円の減額補正は、対象児童生徒数の減による実績見込みによるものでありま

す。０００２学校給食管理運営費５１万９，０００円の減額補正は、会計年度任用職員

の報酬の実績見込みによるものでありますが、修繕料２２万円の増額は、給食室、殺菌

室、殺菌等交換修繕及び洗浄室の修繕を行うものであります。０００３学校給食費無償

化事業１，８３１万７，０００円の増額補正は、実績見込みによる補助金１６９万８，

０００円の減額及び基金積立金２，００１万５，０００円を今年度新規に積み立てる基

金を増額することによるものであります。同じく３目保健体育施設管理運営費０００１

圏民体育館５１万３，０００円の減額補正は、光熱水費の実績見込みによるものであり

ます。０００２屋内温水プール３４２万２，０００円の減額補正は、燃料費と光熱水費

及び手数料の実績見込みによるものであります。 

  以上、３月補正予算の主なものについてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の

上、ご可決賜りますようお願いいたします。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと・・・１４番舘岡議員 

○１４番（舘岡隆君） 先ほど副町長の説明によりますと、非常にいろんな基金、４つか

５つの基金が全部一本になって財調に回すと。１億３，０００万円ほどだったか１億６，

０００万円だったか、そういうふうな状況になってて、今まで持ってたいろんな基金と

しての項目がそれでなくなるわけでして、結局、その事業をしなかったからその分残っ

たから財調に回すと、こういうふうな考え方なのかどうか。最終的に最後の説明により

ますと、６億７，０００万円ほどが、６億６千幾らだったか、説明によりますと財調残

高があるんだと、こういうふうな説明でございましたが、どの程度もって、どの程度財

調に置くことが正常なのかどうか。それと、この３月の最後の補正ですので、まあ３月、

年度の最後の補正ですので、大体、今までの財政が大体固定化というか、大体これで流

れが決まってきたと、こういうように思うんですが、この財政上は何％が固定経費とい

いますか、何％ぐらいが正常で、何％が厳しい状態だと、こういうふうに考えられるの
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かどうか。その辺ひとつお願いしたいなと思うんですよ。実際、まあ普通はいい財政と

いうのは７５％前後と言われてましたが、ここに来て６億何ぼ、ほかの基金をやめて取

り崩して６億７，０００万円ほどの財調をやってました。それで先ほどの案件でいきま

すと、介護保険についてかなり財調から１億３，０００万円だったか、まあ５、６段階

の方々は大体何百円相当下がるわけでして、そのためにだけそういうふうにしたのか。

それら考えますと、財調は何ぼ持ってるのが正常なのか。この令和５年度の全体の財政

状況が７５、６なのか８０なのか、その辺ちょっと副町長からお答えお願いしたいと思

います。 

○議長（石川交三君） 澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 舘岡議員のほうにお答えを申し上げます。 

  最初に、この五城目町としてどのぐらいの財政調整基金があればということでありま

すけども、まあ地財計画とかいろいろな財政上の中で見ますと、標準財政規模の約３割

程度が望ましいような形で一つの基準がございます。大体標準財政規模が４０億円です

ので、で、大体４０億円掛ける３０％で大体１２億円が一つの基準として定められてい

ると考えております。したがいまして、令和５年のスタート時点の１２億円というので、

まず標準的な部分だったのかなと思っております。 

  今回の基金の４つについて、今後事業をしないとかうんぬんではなくて、今回廃止条

例で４つの条例を廃止するという条例制定、それに向けて予算についても同様にトータ

ルで約１億３，０００万円を一旦不急という形で取り崩させていただき、その財調に積

ませていただくと、そういう形で令和５年度末で約６億円近い残高ということになって

ございます。災害復旧で約９億円近い取り崩しの中で何とか予算編成と調整取りながら

６億円まで、逆に私どもとしては積み上げたなと考えております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ほかに。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑は終わったものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、関係部分を関係各常任委員会に付

託することにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１４号の審査について
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は、関係部分を関係各常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第１５号、令和５年度五城目町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の１６５ページをお願いいたします。 

  議案第１５号、令和５年度五城目町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）につい

て、提案理由及び主な補正内容についてご説明を申し上げます。 

  この予算につきましては、主に本年度の決算を見込んだ補正予算となっております。 

  補正額につきましては、第１条にありますように歳入歳出からそれぞれ２，１５７万

１，０００円を減額し、補正後の予算総額を１１億７，７６１万７，０００円とするも

のであります。 

  次に、１６６・１６７ページの第１表、歳入歳出予算補正をお願いいたします。 

  歳入においては、１款国民健康保険税は、災害減免を含む調定の実績見込みにより減

額、そして４款県支出金は、実績見込みによる減額、７款の繰越金につきましては、前

年度からの繰越金２，５３６万１，０００円を全額予算計上させていただいております。 

  歳出でありますが、１６７ページにありますが、１款総務費、２款保険給付費など実

績見込みによる補正であります。なお、６款の基金積立金は、前年度のその繰越金の一

部としまして２，０００万円を財政調整基金への積立金として予算計上させていただい

ております。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１５号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第１６号、令和５年度五城目町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）
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を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の２０７ページをお願いいたします。 

  議案第１６号、令和５年度五城目町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につ

いて、提案理由及び主な補正内容をご説明申し上げます。 

  本案は、本年度決算を見込んだ補正予算となっております。 

  補正額は、第１条にありますように歳入歳出それぞれ１０３万１，０００円を減額し、

補正後の歳入歳出予算総額を１億４，６９１万２，０００円とするものであります。 

  次に、２０９ページの第１表、歳入歳出補正予算のところをお願いいたします。 

  歳入におきましては、３款の繰入金は実績見込みによる補正であり、４款につきまし

て、この繰越金は前年度からの繰越金を全額予算計上しております。 

  歳出でありますが、２款の後期高齢者医療広域連合納付金、それと３款の諸支出金は、

いずれも実績見込みによる補正でございます。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。１４番舘岡議員 

○１４番（舘岡隆君） 誠に単純な質問でございますが、この加入者は何人なりますか、

何人。 

○議長（石川交三君） 石井健康福祉課長 

○健康福祉課長（石井政幸君） お答えいたします。 

  １月末現在で２，３６５になります。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ほかに。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑は終わったものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１６号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 
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  次に、議案第１７号、令和５年度五城目町介護保険特別会計補正予算（第４号）を議

題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の２２１ページをお願いいたします。 

  議案第１７号、令和５年度五城目町介護保険特別会計補正予算（第４号）について、

提案理由及び主な補正内容についてご説明を申し上げます。 

  本案は、主に本年度決算を見込んだ補正予算となっております。 

  補正額は、第１条にありますように保険事業勘定の歳入歳出からそれぞれ１，５４９

万１，０００円を減額しまして、補正後の歳入歳出予算総額を２１億４１３万２，００

０円とするものであります。 

  続きまして２２２ページ・２２３ページをお願いします。 

  第１表の歳入歳出予算補正にありますとおりでありますが、歳入におきましては、１

款保険料は災害減免を含む調定実績、その他につきましては実績見込みによる補正であ

ります。９款繰越金は、前年度からの繰越金２億１，８７８万７，０００円を全額予算

計上をしております。 

  それから、歳出でございますが、１款の総務費、２款の保険給付費、５款地域支援事

業など、それぞれ実績見込みによる補正となっております。なお、４款の基金積立金は、

前年度の繰越金の一部であります１億３，７６９万５，０００円を介護給付費準備基金

への積立金として予算計上をしております。 

  説明は以上となります。よろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願いいたします。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１７号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

             午前１１時５５分 休憩 
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………………………………………………………………………………………………………… 

             午後 １時００分 再開 

○議長（石川交三君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  午前中の議案上程の際の当局答弁について訂正の申し出がありますので、これを許し

ます。猿田建設課長 

○建設課長（猿田弘巳君） 議案第２号、工事請負変更契約の締結について、令和５年災

廣徳寺橋橋梁災害復旧工事（応急本工事）の議案上程時に舘岡議員と斎藤晋議員のほう

からご質問のありました工期延長に伴い工事請負費の一部支払いはされているか、その

額は、ということで答弁させていただきましたが、確認しましたところ、工事請負費の

支払いは一切ございませんでした。訂正してお詫びいたします。 

○議長（石川交三君） 次に、議案第１８号、令和５年度五城目町水道事業会計補正予算

（第５号）を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の２６９ページをお願いいたします。 

  議案第１８号、令和５年度五城目町水道事業会計補正予算（第５号）について、提案

理由及び主な補正内容をご説明申し上げます。 

  第２条にありますとおり、収益的収支は精算見込みによる補正でございまして、収入

の第１款事業収益では、給水収益の減などにより６２７万５，０００円を減額補正とし、

支出の第１款事業費では、薬品費や動力費の減額を行う中で、湯ノ又橋の水道管や車輌

の廃止による資産減耗費の増額などによりまして３０７万３，０００円を増額補正とし

ております。 

  同じく第３条、資本的支出でございますが、これについても精算見込みによる補正で

ございまして、収入の第１款資本的収入では、浄水場の浸水対策事業の財源として一般

会計出資金に変えまして企業債を充てることとする補正と、他会計出資金の精算見込み

による減額等を合わせまして６７３万円を減額補正としております。支出の１款資本的

支出では、建設改良費、災害復旧事業費の精算見込みによる減額によりまして６３７万

４，０００円を減額補正としております。 

  次に、２７０ページをお願いいたします。 

  第４条の企業債の補正でございますが、浄水設備更新事業に係る起債の限度額を２，

５２０万円とするものであります。 
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  続きまして２７３ページをお願いいたします。 

  キャッシュ・フローの計算書でありますが、今回の補正によりまして、上段の１の当

該純損失でありますが、５，００２万８，０００円の損失見込みとしておりまして、一

番下段になりますが、６の資金期末残高は４億３，７４３万３，０００円となる見込み

でございます。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１８号の審査について

は、総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第１９号、令和５年度五城目町下水道事業会計補正予算（第５号）を議題

といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の２７９ページをお願いいたします。 

  議案第１９号、令和５年度五城目町下水道事業会計補正予算（第５号）について、提

案理由及び主な補正内容についてご説明申し上げます。 

  第２条、収益的収支は、これも精算見込みによる補正でございます。収入の第１款下

水道事業収益では、下水道使用料等の営業外収益の減額などによりまして５４３万３，

０００円を減額補正とし、支出の第１款下水道事業の費用では、経営戦略策定業務や内

水浸水想定区域図の作成業務の精算見込みによる営業費用の減額によりまして７０１万

８，０００円を減額補正としております。 

  ３条の資本的収支についても精算見込みによる補正でありまして、収入の第１款であ

ります資本的収入では、流域下水道事業関係の企業債の増額などによりまして８２万４，

０００円を増額補正とし、支出の第１款の資本的支出では、流域下水道建設負担金の増

による建設改良費９１万５，０００円を増額補正としております。 
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  続きまして２８０ページをお願いいたします。 

  第４条の企業債の補正でありますが、流域下水道整備事業負担金に係る起債の限度額

を２７０万円とするものであります。 

  続きまして２８２ページをお願いします。 

  キャッシュ・フローの計算書でありますが、今回のこの補正によりまして、一番上段

の１の当年度純利益は２６６万１，０００円の損失見込みであり、一番下、下段の６の

資金期末残高は７，９７３万９，０００円となる見込みでございます。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。３番松浦議員 

○３番（松浦真君） たぶん委員会のほうで細かくは議論がされると思うんですが、令和

６年度から上下水道の、今回下水道の話なんですけども、水道料金が上がるということ

も検討に入ると思います。で、今回も純利益がマイナスというふうになってると思うん

ですが、全体的に企業債の償還とかに関する支出がでかいとは思うんですけども、金額

が来年度以降上がらないといけない大きなこの数字上の理由っていうのがどこに一番現

れるのかっていうのを教えていただければと思います。 

○議長（石川交三君） 答弁者は。猿田建設課長 

○建設課長（猿田弘巳君） お答えいたします。 

  一番大きな要因としましては、やはり下水道の使用料、こちらが一番落ち込んでおる

ところでございまして、この部分についてとなるかと思います。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ほかに。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑は終わったものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第１９号の審査について

は、総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第２０号、令和６年度五城目町一般会計予算を議題といたします。 
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  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 令和６年度当初予算書の１ページをお願いいたします。 

  議案第２０号、令和６年度五城目町一般会計予算について、提案理由をご説明申し上

げます。 

  本案につきましては、町長施政説明でも申し上げましたとおり、本町の財政状況は、

現在、災害対応により大変厳しいものではございますが、健全で持続可能な財政運営を

目指し、総合発展計画、過疎計画、そしてまた地方創生総合戦略などの中長期計画の着

実な推進を図り、最重要施策であります災害の復旧並びに復興の取り組みを着実に進め

るとともに、町民の福祉の維持向上を図ることを目標に掲げ編成させていただいたもの

であります。 

  それでは、はじめに第１条でございますが、令和６年度一般会計当初予算は、歳入歳

出総額それぞれ６２億３，０００万円としております。前年度比４億８，０００万円、

率にして８．４％の増となっております。 

  主な事業といたしましては、施政説明でありましたように、電子入札体制整備に２７

４万円、防災備蓄品の購入事業３５３万１，０００円、出産・子育て応援交付金事業２

４０万円、道路側溝清掃業務に１，５１３万６，０００円、地方道路整備交付金事業に

６，２８２万７，０００円、ウッドロード歩道等のＬＥＤ化事業に２，３０２万３，０

００円、それから学校給食費の無償化事業に２，３３８万７，０００円などを計上し、

また、昨年７月の大雨災害による過年災害復旧事業としまして農地・農業用施設など、

合わせまして９億６，３３４万円を計上しております。 

  次に、第２条の地方債についてでございますが、臨時財政対策債のほか、災害復旧な

ど１１事業の総額３億７，９４０万円になる起債につきまして、その目的、限度額を定

めることとし、その内容につきましては８ページの第２表、地方債のとおりであります。

説明は省略させていただきます。 

  次に、第３条の一時借入金は、借入れの最高限度額を１０億円と定めております。 

  続きまして９ページの歳入歳出事項別明細書をお願いいたします。９ページです。 

  はじめに、歳入について前年度予算額と比較して説明をします。 

  １款の町税、令和５年度の災害などによります農業所得、そして営業所得の減などを

見越しまして、前年度比１，３４２万８，０００円減、率にしまして１．８％減の７億

１，４５９万４，０００円を計上しております。 
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  ２款地方譲与税、この譲与税のうちの森林環境譲与税につきましては、令和６年度よ

り森林環境税の課税が始まるということもございまして、前年度比９１７万１，０００

円増の、率にして９．８％増の１億２８５万７，０００円を計上しております。 

  次に、７款地方消費税交付金でございますが、令和５年度の実績見込みによりまして、

前年度比２，１６８万７，０００円減の、率にして９．７％減の２億２８４万円を計上

しております。 

  次、１０款地方交付税でございますが、地財計画で地方交付税の交付見込みというも

のがありまして、それが前年度比１．６％増となっていることを踏まえ、また、例年の

本町の交付決定額も考慮しまして、前年度比１，３４１万６，０００円増、率にして０．

５％増の２８億８２５万８，０００円を計上しております。 

  次、１４款国庫支出金でございますが、新型コロナウイルス接種関係補助金の皆減、

それから災害復旧費の国庫負担金の増、それと社会資本整備総合交付金の減などにより

まして、トータル的に前年度比で３億９，８００万円増の、率にして５４．８％増の１

１億２，４４２万２，０００円を計上しております。 

  １５款県支出金でございますが、災害救助費の繰替支弁金の皆増、それから過年の農

地・農業用施設小災害復旧費補助金の大幅な増などによりまして、前年度比１億３，４

７２万円増、率にして３３．６％増の５億３，６２１万８，０００円を計上しておりま

す。 

  １８款の繰入金でありますが、基金からの繰入では、過年災害復旧事業の一般財源対

応分としまして財政調整基金繰入金の増、そしてまた公共施設等総合管理基金の繰入の

減などによりまして、前年度より９１１万４，０００円の減で、率にして７％の減とな

る１億２，０２５万７，０００円を計上しております。 

  次に、１９款繰越金でございます。例年でありますと前年度からの決算剰余金を見込

みまして繰越金４，０００万円を計上しておりましたが、令和５年度については昨年の

その災害等の対応で財政状況も厳しく、今後の収支見通しも不透明なことから存置の計

上とさせていただいております。 

  ２１款町債につきましては、５年度の備蓄倉庫の建設事業債であったり、小型動力ポ

ンプ積載車購入事業債などの皆減、それから公共施設等の総合管理基金事業債などの皆

増、それから災害復旧事業債の増などによりまして、前年比で１，２７０万円増、率に

して３．５％増の３億７，９４０万円を計上しております。 
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  以上が歳入の概要となります。 

  次に、歳出についてご説明します。 

  １０ページ・１１ページをお願いします。 

  ２款総務費、庁舎管理費や職員人件費の減、そして湖東厚生病院の運営費補助金の存

置計上、それから町議会議員の一般選挙の皆減などによりまして、前年度比８，９５４

万３，０００円減の、率にして１２．４％減の６億３，３０７万１，０００円を計上し

ております。 

  ３款民生費についてですが、老人福祉施設の措置費、災害救助費の増、備蓄倉庫建設

事業や、もりやまども園の大規模改修事業の皆減などによりまして、前年度比で７４９

万５，０００円の減、率にして０．５％減の１６億９３５万円を計上しております。 

  ４款衛生費については、新型コロナウイルスワクチン接種対策事業や一般廃棄物埋立

処分場の改修事業の皆減などによりまして、前年比で１億３，２００万２，０００円の

減、率にして２４．７％減の４億２７４万円を計上しております。 

  ６款の農林水産業費でございますが、農業の経営等再開支援事業補助金や高能率生産

団地路網整備事業の増、それから農地利用効率化支援交付金や補助林造事業の皆増、た

め池等整備事業の減などによりまして、トータルで前年比１，８６９万８，０００円増

の率にして６．２％増で、３億２，００９万９，０００円を計上しております。 

  ７款の商工費でありますが、中小企業経営安定資金利子助成金の増、それから朝市駐

車場の土地購入であったり、ふれあい館のＬＥＤ化事業の皆減などによりまして、前年

度比６１８万９，０００円の減で、３．３％減の１億８，１１１万１，０００円を計上

しております。 

  ８款土木費でありますが、道路側溝清掃業務の皆増、それから地方道路整備事業の減、

ウッドロード歩道のＬＥＤ化事業の増と樹木管理計画策定業務の皆減などによりまして、

前年度比１億３，７２７万３，０００円の２３．１％減であります４億５，７７８万７，

０００円を計上しております。 

  ９款消防費でございますが、小型動力ポンプ積載車購入事業が終わりまして、含めま

して前年比で２，９４５万４，０００円減、率にして９．６％減の２億７，７９６万３，

０００円を計上しております。 

  次に、１０款教育費でございますが、統合型校務支援システム利用料の皆増、そして

五小の創立１５０周年記念事業の皆増、町民センターの防災盤改修工事の皆減などによ
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りまして、前年度比で５４９万３，０００円減、率にして１％減の５億４，３２６万８，

０００円を計上しております。 

  １１款災害復旧費でございますが、昨年７月の大雨災害による過年度災害復旧事業の

大幅増によりまして、前年比８億１，１２２万３，０００円増の、率にして３０６．６％

増の１０億７，５７８万８，０００円を計上しております。 

  最後の公債費になりますが、１２款公債費ですが、現在の地方残高と令和５年度の借

入れ見込額による償還計画によりまして、償還元金、利子ともに増となっております。

前年度比８２９万２，０００円の増、率にして１．４％増の５億８，４４５万６，００

０円を計上させていただいております。 

  続きまして、主な予算につきまして歳入からページを追って説明していきたいと思い

ます。 

  はじめに、１２ページをお願いいたします。 

  町民税の１目個人でございますが、前年度所得の実績見込みより前年度比で１，１３

６万７，０００円減の２億３，２４０万円としております。なお、国の定額減税がござ

いますけれども、この影響は当初予算には加味してございません。次に、２目の法人に

ついてでございますが、これも前年の実績見込みによりまして、昨年より５８万円減の

２，４８９万２，０００円を計上しております。 

  続きまして１４ページをお願いします。１款２項の固定資産税でございますが、宅地

の評価額の下落などによりまして、昨年より２７１万１，０００円の減の３億６，３２

０万９，０００円を計上しております。 

  続きまして１６ページをお願いいたします。１款３項の軽自動車税、総登録台数とし

ては減少はしているものの、新規登録台数は増加しております。このことによりまして、

前年度比４６万円増の３，２２９万５，０００円を計上しております。 

  続きまして１８ページをお願いいたします。１款４項の市町村たばこ税、前年度実績

見込みによりまして、前年度より１５万８，０００円減の５，９８３万２，０００円を

計上しております。 

  続いて２０ページをお願いいたします。１款５項の入湯税でございますが、一月当た

りの入湯客数を前年の１，２２０人から１，０９２人と見込みまして、前年度比では２

３万１，０００円減の１９６万６，０００円を計上しております。 

  続いて２２ページをお願いします。都市計画税でございますが、本予算をもちまして
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廃項とさせていただきます。 

  続いて２８ページをお願いいたします。３項の森林環境譲与税、令和６年度の本町交

付の額を試算した結果、前年度より９１７万１，０００円増の４，８３５万７，０００

円を計上しております。 

  続いて３０ページ、３款１項の利子割交付金から、４２ページまで飛びますが、４２

ページの９款１項の地方特例交付金までについては、それぞれ交付金の当初予算額は令

和５年度の交付実績に基づき計上させていただいております。詳細説明は省略しますが、

この４２ページにおける９款地方特例交付金については、国の定額減税による本交付金

への加算は当初予算においては加味してございませんので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして４４ページですが、地方交付税であります。総務省発出の地方財政対策情

報、いわゆる地財計画と前年度の交付実績を基に算定し、交付税全体としましては前年

度より１，３４１万６，０００円増の２８億８２５万８，０００円を計上しております。

なお、特別交付税、特交につきましては、前年度と同じ額を計上しております。 

  続いて４８ページから５１ページまでをお願いいたします。１２款の分担金及び負担

金として災害復旧費分担金、土地改良事業費分担金、老人施設入所者負担金などを計上

しておりますが、災害復旧費分担金には令和７年の大雨災害に係る過年度災害復旧事業

分の分担金も含まれております。 

  続いて５２ページをお願いいたします。１３款１項の使用料につきましては、乗合タ

クシーの使用料が７２万円の減額、それから定市場使用料が２４万５，０００円の減額、

使用料全体としましては昨年より、前年度より１０６万円減の２，９５５万８，０００

円の計上としております。 

  続きまして５４ページが１３款２項の手数料でございます。戸籍などの証明書交付手

数料が２６万８，０００円の減額、それから焼却灰処理手数料が２２万９，０００円の

減額などになりまして、昨年より７０万２，０００円減の２，５２４万１，０００円を

計上してございます。 

  続いて５６ページから６１ページをお願いします。１４款の国庫支出金となりますが、

事業に対する国の負担金、補助金、委託金ではありますが、国庫支出金全体で前年度よ

り３億９，８００万円増の１１億２，４４２万２，０００円を計上しています。主な増

減でございますが、前年度と比較しますと過年災害復旧事業関係が約５億４，０００万

円の増額、新型コロナウイルスワクチン接種関係が約５，０００万円の減額、それと地
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方道路整備事業関係が約７，０００万円の減額となっております。 

  続きまして６２ページから６９ページをお願いします。１５款の県支出金となります

が、これもそれぞれの事業に対する県の負担金、補助金、委託金でございまして、県の

支出金全体では前年度比で１億３，４７２万円の増で、トータル５億３，６２１万８，

０００円を計上しております。この増減ですけれども、昨年と比較しますと災害救助関

係と過年災害復旧関係で約９，６００万円増となっていますが、知事選挙の関係で約１，

０００万円がその関係でも合わせて増額となっております。 

  続いて７０ページから７３ページをお願いいたします。１６款の財産収入でございま

すが、普通財産の貸付収入等で前年度より１０７万７，０００円の減の９１６万７，０

００円となってございます。主な減でございますが、町有林関係の素材売払収入が約１

００万円の減額となっております。 

  続いて７４ページをお願いいたします。寄附金、このふるさと納税でございますが、

令和５年度実績に基づき、前年度比２００万円減の３，０００万円を計上しております。 

  続きまして７６から７９ページをお願いいたします。１８款の繰入金となりますが、

国民健康保険特別会計からの繰入金であったり、基金の繰入金などで、前年度より９１

１万４，０００円減の１億２，０２５万７，０００円を計上しております。主な増減で

ございますが、昨年と比較しますと財調基金の繰入が４，５００万円増額となっており

ますが、公共施設等総合管理基金繰入が逆に５，２００万円減額となっております。 

  続きまして８０ページをお願いします。１９款の繰越金でございますが、令和５年度

の決算事情に鑑みまして存置計上としております。 

  続いて８２ページから９３ページをお願いいたします。２０款の諸収入は、全体で前

年度比１７４万３，０００円減の１億１，１５０万６，０００円を計上しております。 

  続いて最後の項目になりますが、２１款の町債でございます。令和５年度で終了しま

す一般廃棄物の埋立処分場整備事業債など額が大きい起債がある中で、終了する起債が

大きい中で、公共施設等総合管理基金事業債が５，０００万円、それから水道・下水道

事業の出資債１，１３０万円、災害復旧事業債が２億７６０万円などによりまして、トー

タル前年度より比較で１，２７０万円増の３億７，９４０万円を計上しております。 

  歳入は以上となりまして、続きまして歳出についてご説明を申し上げます。 

  なお、歳出全般にわたる職員の人件費につきましては、現員現給によりまして計上し

ております。個別の説明は省略をさせていただきます。 
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  ただ、この人件費につきましては、予算書の２８３ページの給与費明細書の２の一般

職の（１）総括に計上されておりまして、総額に見ますと昨年度より５，１３７万５，

０００円が減となりまして、職員の人件費総額は９億１，２１０万４，０００円を計上

させていただいております。 

  それでは、歳出における内容を説明しますが、新規事業などについて主なるものにつ

いてご説明をしたいと思います。 

  それでは９８ページをお願いいたします。２款１項１目の一般管理費の０００１一般

管理費一般でございますが、秋田県の管理システムを活用しまして電子入札を実施する

体制を整備する経費などにつきまして、昨年より７２５万１，０００円増の２，９１１

万１，０００円を計上しております。 

  続きまして１００ページをお願いいたします。１００ページの０００４電算業務費で

は、全国的なシステムの標準化に伴い国が整備するガバメントクラウドの利用料を含む

経費などにつきまして、昨年より、前年度より４７７万４，０００円の増の８，０４３

万９，０００円を計上しております。 

  続きまして１０８ページをお願いいたします。２款１項６目の企画費の０００３地域

公共交通対策事業では、大潟村、八郎潟町、そして本町にまたがる広域マイタウンバス

の運行委託料の増額などによりまして、昨年度より２４６万４，０００円増の２，４３

１万１，０００円を計上しております。 

  続いて１１０ページをお願いいたします。０００６集落支援員の活動事業であります

が、地域おこし協力隊と同様に集落支援員についても令和６年度から民間事業者に募集・

管理などを業務委託するための経費としまして、昨年より１４０万７，０００円増の５

２５万円を計上させていただいております。同じく０００８まち・ひと・しごと創生総

合戦略につきましては、地方創生総合戦略を推進するための事業でございますが、実績、

それから事業効果を加味しまして再度事業内容を整理し、事業効果が見込める事業を重

点的に実施するということで、今後も関係人口の創出、人材育成、移住定住を推進して

いくための経費としまして７６７万４，０００円を計上しております。 

  続きまして１１４ページをお願いします。２款１項１０目の０００３町内会連絡費で

ありますけれども、来年度、千代田区との運動会での双方向交流を予定しておりまして、

その経費も含めまして４７４万１，０００円を計上しております。 

  続きまして１１６ページをお願いいたします。２款１項１１目の０００２総務課関係
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でございますが、１８節負補交に、例年でございますと湖東厚生病院の負担金が、補助

金が計上しているところでございますけれども、令和６年度より新しい５年間の経営計

画で新しい負担の目安が示されることと、また、実際の負担金は年度末に額が確定する

ということになっておりまして、今回の当初予算におきましては計上を見送っておりま

す。冒頭、私のほうで存置計上としておりましたけれども、そこの部分については訂正

させていただきたいと思います。この総務費の関係については、前年度より、この湖東

病院の関係がございまして３，４８２万８，０００円の減の１６３万円を計上しており

ます。 

  続きまして１２２ページをお願いいたします。２款４項３目五城目町長選挙費でござ

いますが、０００１と２４ページの００９９合わせまして、令和７年の２月末の予定の

町長選挙事務に係る経費につきまして、合わせまして１，４３９万３，０００円を計上

しております。 

  続きまして１３４ページをお願いいたします。３款１項１目の０００５社会福祉協議

会の事業費でございますが、協議会への運営費としまして２，３２６万５，０００円を

計上しております。同じく０００６の障害者自立支援事業では、障害者への支援が増え

ることなどを踏まえまして、昨年度より１，０２４万９，０００円増の３億３，９４７

万円を計上しております。 

  続きまして１３８ページをお願いいたします。３款１項２目の０００７であります。

老人福祉施設措置費でありますが、昨年の大雨災害以降、措置者が増加しておりまして、

昨年度、前年度比で２，８３４万円増の９，０００万７，０００円を計上しております。

同じく００１１の介護人材確保対策事業は、町内の事業所へ勤務している町外の方へも

対象を拡充し、資格取得の推進を図る制度の見直しを行っておりまして、総額１００万

円を計上しております。続きまして３款１項３目の０００１の後期高齢者医療費でござ

いますが、この特別会計の関係経費としまして昨年度より１２２万８，０００円減の２

億３，２１６万８，０００円を計上しております。 

  続きまして１４０ページをお願いいたします。３款１項４目の０００１の防犯・防災

対策費でございますが、昨年の７月大雨災害の対応で使用して不足となっている品目を

中心に備蓄品を購入する経費など、９２４万３，０００円を計上しております。 

  続きまして１４２ページをお願いします。０００２の災害救助対策費では、災害行動

要支援者につきまして避難支援を行うための個別避難計画を試行的に作成する経費とし
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まして、新たに１５万円を計上させていただいております。 

  続きまして１４４ページをお願いいたします。３款２項１目の０００１児童福祉総務

費一般でございますが、子ども・子育て支援事業計画策定に係る経費など６０６万１，

０００円を計上しております。 

  続いて１４６ページをお願いします。３款２項２目の０００２児童手当支給費でござ

いますが、児童手当が令和６年１０月から高校生年代まで対象を拡充する制度改正など

によりまして、前年度より７６５万４，０００円増の７，４７４万４，０００円を計上

しております。 

  続いて１５２ページをお願いします。３款５項１目災害救助費でございますが、その

うちの０００２災害救助費、住宅支援等の関係でございますが、被災者住宅の応急修理

に関する経費としまして、令和６年度においては３，９１５万３，０００円を計上して

おります。 

  続きまして１５８ページをお願いいたします。４款１項１目の０００４予防接種費で

ございます。帯状疱疹の任意接種を追加したことなども含めまして３，２４６万９，０

００円を計上しております。 

  １６０ページをお願いします。０００９の出産・子育て応援交付金事業でございます

が、令和４年度からスタートしました国の妊婦期から出産・子育てまで一貫した伴走型

の相談支援、そして経済的支援、妊娠時に５万円、出産時に５万円という内容ですが、

これに伴う経費、そしてまた令和５年度から県が行っている、あきた出産おめでとう給

付金、これは出産時２万円でございますが、これらに伴う経費などを合わせまして２４

６万８，０００円を計上しております。 

  続きまして１６６ページをお願いいたします。４款２項１目の０００１上水道整備事

業でありますが、浄水場の浸水対策事業としまして令和５年度も実施しておりますが、

この止水板の設置工事費の不足工事分に係る基準内繰り出しを含む経費としまして３，

３３８万円を計上しております。 

  続きまして１６８ページをお願いします。４款３項１目の０００１清掃総務費であり

ますが、八郎湖クリーンセンターのごみ処理に係る光熱水費の増を反映し、八郎湖周辺

清掃事務組合への負担金の増などに伴いまして、昨年度比で６８８万２，０００円増の

８，８３４万３，０００円を計上しております。 

  続いて１７６ページをお願いいたします。６款１項３目の０００１農業振興費の一般
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でございますが、昨年の７月大雨災害での農業者への被害対応として創設しておりまし

た農業経営等再開支援事業費補助金、まあ種子購入分でございますが、これが令和５年

から令和６年度にスライドしております。そのことと、また農業機器の購入事業に補助

に係る農地利用効率化支援交付金などの経費について、合わせまして昨年度より９７２

万８，０００円増の１，６３３万円を計上しております。 

  続きまして１８０ページをお願いいたします。６款１款５目の０００７の団体営土地

改良事業でございますが、前年度はゼロでございました。今回は町村町内の町下地区の

団体営農業水路等の長寿命化事業の実施設計を行うために１，０００万円を計上してお

ります。同じく６款１項６目の０００１経営所得安定対策推進事業は、農業再生協議会

に対する交付金が主なものでございますが、システムの改良費用の増額などについて８

４０万７，０００円を計上しております。同じく０００２の担い手農地総合対策推進事

業は、農地中間管理事業による集積・集約化の活動に伴う協力金としまして、などでご

ざいますが、１６０万５，０００円を計上しております。 

  続きまして１８４ページの６款２項１目の０００２有害鳥獣対策費でありますが、ク

マなどが箱わなに入ったことを実施隊員の携帯電話などにメール等で通知するＩＣＴ機

器の導入補助を含む経費としまして、３６５万５，０００円を計上しております。 

  続いて１８６ページをお願いいたします。６款２項２目の０００５の水と緑の森づく

り税事業は、令和５年度に引き続き、人間と動物の緩衝帯を設けるため、五城目外環状

線から広ヶ野町内や久保町内などへのアクセス道路、それから沿道などの樹木の伐採な

ど里山整備に係る経費としまして、昨年より３９６万４，０００円増の８６１万４，０

００円を計上しております。 

  続きまして１８８ページをお願いいたします。６款２項３目の０００２の公有林整備

事業でありますが、千代田区との２０５０脱炭素社会に向けた令和４年度の連携協定に

よりまして、令和４年度で植樹、そして今年度、下刈りを行った川堤町有林で、さらに

下刈りを実施する経費、それからまた入通沢町有林で間伐を実施する経費としまして、

６５２万５，０００円を計上しております。同じく０００３の補助林道事業でございま

すが、インフラ長寿命計画に基づき、５年に１回程度でございますが、町管理林道に係

る橋梁点検に係る経費としまして３００万円を計上しております。同じく０００４の高

能率生産団地路網整備事業でございますが、災害復旧のため令和５年中に休止となって

ございました県営林道の浅見内線、それと滝の下線の開設事業に関する経費について１，
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９０８万３，０００円を計上しております。 

  続きまして１９６ページをお願いします。７款１項３目の０００２の自然公園事業で

ございますが、これも昨年の大雨災害で景観が損なわれておりますネコバリ岩周辺の流

木撤去作業を含む経費などにつきまして、５９万６，０００円を計上しております。 

  続いて１９８ページから２０３ページになりますが、７款１項５目の観光施設管理運

営費でございます。その０００１赤倉山荘から０００７の清流の森までの指定管理につ

きまして、物価上昇による影響を加味しまして委託料を増額して計上しております。７

施設全部の増額分でございますが、３５３万７，０００円となっております。 

  続きまして２０６ページをお願いいたします。８款２項２目０００１の道路補修事業

でございます。道路の側溝、舗装等の補修に要する経費、そしてまた災害等で大変な状

況になっております側溝等の清掃等の業務に要する経費など、合わせまして昨年度より

１，５４９万６，０００円増額の３，３４１万９，０００円を計上しております。 

  続いて２０８ページから２１１ページでございますが、８款２項３目の０００１地方

道路整備事業の交付金分でございます。前年度比で１億３，５９６万円減の６，２８２

万７，０００円の計上でございますが、主な事業としましては、昭辰橋の橋梁補修詳細

設計業務委託、そして大川の上潟端線及び五城目外環状線の舗装改良などを計画してお

ります。同じく２１０ページの０００２の単独道路整備事業でございますが、昨年より

８９５万円の減の２，１０９万９，０００円を計上してございます。主な事業としまし

て、小野台墓地線、それから川反通線の道路改良を計画しております。同じく８款２項

４目の０００１の街灯施設費でございますが、通学路ともなっておりますウッドロード

の街灯を令和４年から令和６年度までの年次計画としてのＬＥＤ化をしておりますが、

その経費など合わせまして４，７０３万３，０００円を計上しております。 

  続きまして２１２ページをお願いいたします。３款３項２目の０００１水防事業でご

ざいます。消防団の水防活動用の救命胴衣でございますが、１５０着を購入する経費を

見込みまして、合わせて１３６万３，０００円を計上しております。 

  続きまして２１６ページをお願いします。８款４項６目の下水道事業費でありますが、

令和５年度から取り組んでおります下水道事業会計の内水浸水対策検討業務、これに伴

う下水道事業計画変更業務、まあ雨水分でございますが、これに要する基準内繰入の負

担金など１億７，５６８万９，０００円を計上しております。 

  続きまして２１８ページをお願いいたします。８款５項１目０００１の住宅管理総務
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費でございますが、これも昨年の大雨災害により被害を受けました住宅へのリフォーム

補助金の活用につきまして引き続き可能になるよう要綱改正を行いまして、関係する予

算を含む経費としまして前年度比４７４万円の増の６８７万３，０００円を計上してお

ります。 

  続きまして２２０ページをお願いします。９款１項１目の０００１の消防活動費でご

ざいますが、令和６年度に本町で行われます救助隊員セミナーに関係する経費、それか

ら緊急消防援助隊の出動時に活用する食料の備蓄、そして救急消防活動時の備品の更新

に係る経費など、合わせまして１，８６１万９，０００円を計上しております。 

  続きまして２２２ページでありますが、９款１項２目の０００１消防団費では、消防

団員１０５人分の活動服の更新の経費など２，４０４万円を計上しております。 

  続きまして２２４ページをお願いします。９款１項３目の０００１の消防施設費一般

でありますが、大川大福寺の防火水槽の剥離修繕、それから西野中央貯水槽の撤去業務

などを含む経費について７２万５，０００円を計上しております。同じく９款１項４目

の０００２の都市交流事業でございますが、令和６年の９月に千代田区の防災訓練を消

防団員が視察、意見交換などを行う交流事業についての経費などを含めまして１３６万

４，０００円を計上しております。 

  続きまして２７０ページから２７３ページをお願いします。この１１款災害復旧費で

ございますが、現年災害復旧事業の予算につきましては、災害直後の支出に備えるため、

ちょっと予算書では出てきませんけども、総額で１億、現年分で１億５５３万３，００

０円を計上し、昨年の７月の大雨災害に係る過年の災害復旧予算については、事業費、

支弁、人件費も含めましてトータルで９億７，０２５万５，０００円を計上しておりま

す。 

  続いて２７４ページをお願いいたします。１２款１項公債費の中で元金、利子が載っ

てございますけれども、元金については１７７万５，０００円の増、利子については６

５１万７，０００円増の、それぞれ５億５，７４２万７，０００円と２，７０２万９，

０００円を計上しております。 

  あと最後になりますが、２７８ページをお願いします。１３款２項２目の０００１公

共施設等総合管理基金は、過疎債のソフト枠を活用し、今後、公共施設の管理を行うた

めの財源としまして起債を発行し、基金を積み立てるものでありまして、５，０００万

１，０００円を計上しております。 
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  私からの説明は以上となります。 

  教育委員会関係の予算につきましては、教育長がご説明いたします。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（石川交三君） 畑澤教育長 

○教育長（畑澤政信君） 私から教育委員会関係の一般会計予算の主な内容についてご説

明申し上げます。 

  はじめに、歳入についてご説明申し上げます。 

  ５０ページをお願いいたします。１２款２項１目民生費負担金２節児童福祉費負担金

０２学童保育クラブ費１４７万円及び０３学習支援クラブ費５４万６，０００円は、学

童保育すずむしクラブ及び学習支援わかすぎくらぶの利用料であります。 

  ５２ページをお願いします。１３款１項６目教育使用料１節社会教育使用料９８万円

及び２節保健体育使用料４４３万１，０００円は、山村開発センターと杉沢交流センター

友愛館、圏民体育館及び屋内温水プールの使用料であります。 

  ５８ページをお願いします。１４款２項６目教育費国庫負担補助金１節小中学校費補

助金４４万１，０００円及び２節社会教育費補助金３６５万３，０００円は、要保護児

童生徒医療費と特別支援児童生徒に対する学用品や給食費などに対する補助金及びすず

むしクラブの運営費に対する交付金であります。 

  ６４ページをお願いします。１５款２項２目民生費県補助金２節児童福祉費補助金０

３放課後児童健全育成事業費補助金３６５万３，０００円は、すずむしクラブの運営費

に対する県補助金であります。 

  ６６ページをお願いします。同じく６目教育費県補助金９１万２，０００円は、学校

支援活動、放課後子ども教室わらしべ塾の運営費、地域ぐるみの学校安全対策整備推進

事業、スクールガードリーダーに対する県補助金であります。 

  ６８ページをお願いします。１５款３項７目教育費委託金１節教育費委託金５７万８，

０００円は、幼稚園や文化財の認可に対する交付金及び教育留学に対する委託金であり

ます。 

  ７８ページをお願いします。１８款２項９目学校給食費無償化基金繰入金１節学校給

食費無償化基金繰入金２，３３８万５，０００円は、学校給食費無償化事業に充てる基

金繰入金であります。 

  ８８ページをお願いします。２０款４項３目教育費貸付金元利収入１節育英資金回収



 

- 162 - 

金６３万円は、育英資金の貸付に係る回収金であります。 

  ９２ページをお願いします。２０款６項５目納付金３節日本スポーツ振興センター保

護者負担金１５万３，０００円及び６節社会教育事業納付金６６６万円は、児童生徒の

けがや事故に対する保険の保護者負担金及び温水プールで開催する各種水泳教室の指導

料であります。 

  続いて歳出について主なものを申し上げます。 

  ２１６ページをお願いします。８款４項５目公園管理費０００１雀舘運動公園管理費

１，１６１万円は、雀館運動公園の維持管理に係る経常的経費が主なものでありますが、

雀舘運動公園芝生・樹木管理作業業務費として４５０万円、また、弓道場トイレについ

ては改修工事費として４８万４，０００円を計上しております。 

  ２２６ページをお願いします。１０款１項１目教育委員会費０００１教育委員会費一

般１１５万６，０００円は、教育委員会の運営に係る経常的経費で、委員報酬が主なも

のであります。同じく２目事務局費０００１学校用事務費４８０万円は、小・中学校に

おける消耗品費が主なものであります。０００２事務局用事務費３２２万９，０００円

は、小・中学校の廃棄物処理及び負担金等の経費が主なものであります。 

  ２２８ページをお願いします。０００３車輌管理費１，０７０万７，０００円は、研

修バスすずむし号の運行委託料が主なものであります。 

  ２３０ページをお願いします。０００４放課後児童健全育成事業１，２９３万６，０

００円は、学童保育すずむしクラブの運営に係る経常的経費で、会計年度任用職員報酬

と総合管理業務委託料が主なものであります。０００５児童生徒学校生活サポート事業

２，３０２万４，０００円は、配慮の必要な児童生徒などに対し学校生活をサポートす

る経費で、会計年度任用職員報酬が主なものであります。０００７放課後児童学習支援

事業４３４万５，０００円は、わかすぎくらぶの運営に係る経常的経費で、会計年度任

用職員報酬が主なものであります。 

  ２３２ページをお願いします。０００９学校教育活動推進事業２５９万７，０００円

は、学校ＩＣＴ支援員をはじめ、教育留学や学習状況調査の分析などの学校教育活動を

推進するための会計年度任用職員の報酬が主なものであります。同じく３目教育助成費

０００３育英資金貸付６０２万５，０００円は、高校生、大学生、大学院生を対象とし

た教育資金貸付に係る経費であります。来年度から貸付限度額の増及び対象を大学生、

大学院生まで拡大するものであります。 
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  ２３４ページをお願いします。同じく４目外国青年招致事業費０００１外国青年招致

事業費４６８万４，０００円は、ＡＬＴの就業に係る経費であります。 

  ２３６ページをお願いします。１０款２項１目小学校管理費０００１管理費一般５，

３２５万９，０００円は、小学校の管理運営に係る経常的経費で、会計年度任用職員報

酬、光熱水費、建物総合保守管理業務委託料、来年度から導入する秋田県統合型校務支

援システムの使用料が主なものであります。 

  ２３８ページをお願いします。０００２学校施設整備事業１３３万１，０００円は、

来年度で創立１５０周年を迎える五城目小学校の記念事業と合わせ、旧五城目小学校跡

地記念碑の建立と校歌碑の移設に伴う費用を計上しております。同じく２目小学校教育

振興費０００１教育振興一般３，２２４万円は、小学校の教育振興に係る経常的経費で、

スクールバスなどの運行委託料が主なものであります。また、先ほどご説明いたしまし

た五城目小学校創立１５０周年に伴う記念事業費の補助金を計上しております。学校及

びＰＴＡで計画した事業費において、学校財源に対する不足分を町で補助をお願いする

ものであります。０００３コンピュータ導入事業７０６万８，０００円は、小学校の情

報教育を充実させるための経常的経費で、事務機器借り上げ料、フィルタリングソフト

のライセンス使用料が主なものであります。 

  ２４０ページをお願いします。１０款３項１目中学校管理費０００１管理費一般４，

６８９万５，０００円は、中学校の学校管理運営に係る経常的経費で、会計年度任用職

員報酬及び光熱水費、建物総合保守管理業務委託料、また小学校と同様に来年度から導

入する秋田県統合型校務支援システムの使用料が主なものであります。 

  ２４２ページをお願いします。０００２学校施設整備事業２０６万３，０００円は、

特別教室の理科室に冷房設備を設置するための工事費を計上するものであります。同じ

く２目中学校教育振興費０００１教育振興一般９７１万８，０００円は、中学校の教育

振興に係る経常的経費で、スクールバス等の運行委託料が主なものであります。０００

３コンピュータ導入事業７３５万９，０００円は、中学校の情報教育を充実させるため

の経常的経費で、事務機器借り上げ料、フィルタリングソフトのライセンス使用料が主

なものであります。 

  ２４４ページをお願いします。１０款４項１目社会教育総務費０００１総務費一般３

６４万６，０００円は、社会教育全般に係る経常的経費及び各種団体への補助金が主な

ものですが、ふるさと愛郷基金の繰入金を活用して、みんなの学校運営委託料を計上し
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ております。０００３二十歳のつどい４４万２，０００円は、二十歳のつどい開催に係

る経費が主なものであります。 

  ２４６ページをお願いします。０００４文化財保護対策事業３２万円は、文化財保護

審議会開催に係る経費や文化財保護全般に係る経費を計上しております。０００６放課

後子ども教室推進事業１１８万円は、わらしべ塾開催に係る経費で、７節の報償費９９

万４，０００円が主なものであります。 

  ２４８ページをお願いします。０００９教育留学事業６４万４，０００円は、県外の

小・中学生を対象に地域の特性を生かした五城目型教育留学へ係る経費で、コーディネー

ターへの謝礼金、ウェブコンテンツ更新業務委託料、補助金が主なものであります。同

じく２目社会教育施設管理運営費０００１中央公民館６１万１，０００円は、公民館運

営審議会の開催に係る経費をはじめ、中央公民館活動に係る経常的経費が主なものであ

ります。 

  ２５０ページをお願いします。０００２山村開発センター１，７４６万５，０００円

は、会計年度任用職員の報酬や施設の光熱水費、保守管理委託料など施設管理に係る経

常経費が主なものですが、非常放送設備アンプ用バッテリー取り替えとして修繕料を計

上しております。０００３馬川地区公民館から２５４ページの０００８総合生きがいセ

ンターまでは、各地区公民館の施設管理運営委託料及び活動費補助金が主なものであり

ます。 

  ２５４ページをお願いします。００１０文化の館３９８万９，０００円は、文化の館

の運営に係る経常的経費が主なものであります。 

  ２５６ページをお願いします。００１１花いっぱい推進事業１５９万２，０００円は、

町の花いっぱい運動の推進に係る経費が主なものであります。００１２杉沢交流センター

友愛館６５３万９，０００円は、杉沢交流センター友愛館の会計年度任用職員の報酬、

施設管理運営に必要な経常的経費が主なものではありますが、トイレ改修工事費として

７９万２，０００円を計上させていただいております。 

  ２５８ページをお願いします。００１４地域図書室６７６万２，０００円は、会計年

度任用職員の報酬や図書購入費などが主なものであります。 

  ２６２ページをお願いします。１０款５項１目保健体育総務費０００１保健体育総務

費一般４３７万７，０００円は、スポーツ推進委員活動に係る経費や各種大会への補助

金が主なものであります。また、公用車の車検費用や部活動の地域移行に伴う指導謝礼
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金とクラブ活動補助金をそれぞれ計上させていただいております。 

  ２６４ページをお願いします。０００５全町体育祭５１万８，０００円は、全町体育

祭開催に伴う経費が主なものであります。同じく２目学校給食費０００１要・準要保護

児童生徒給食奨励事業２４５万９，０００円は、要・準要保護児童生徒の学校給食費を

扶助するための経常的経費であります。０００２学校給食管理運営費３，２２２万６，

０００円は、小・中学校の給食管理運営に係る経常的経費で、会計年度任用職員の報酬

と消耗品費及び燃料費が主なものであります。 

  ２６６ページをお願いいたします。０００３学校給食費無償化事業２，３３８万７，

０００円は、学校給食費無償化に要する補助金であります。同じく３目保健体育施設管

理運営費０００１圏民体育館９３２万７，０００円は、燃料費や光熱水費、保守管理委

託料など施設管理に係る経費が主なものであります。 

  最後、２６８ページをお願いします。０００２屋内温水プール５，０１０万９，００

０円は、燃料費や光熱水費などの施設管理に係る経費と、プールの運営等業務委託に係

る経費を計上しております。キュービクル改修工事費、プールフロアの備品購入費をそ

れぞれ合わせて計上させていただいております。 

  以上、教育委員会関係の予算についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、

ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。３番松浦議員 

○３番（松浦真君） 総務課長に２つ質問と副町長に１つあります。パッと終わらせます

ので。 

  総務課長のほうに事務事業の検証シート、今回の予算案策定にあたった時の査定で使

われた事務事業検証シートありますので、あると思いますので、それをデータでこの中

に入れてもらえたらと思います。すぐ出せますかね。まあ後でお願いします。 

  で、もう一つの質問が、インフォグラフィックスに向けて、インフォグラフィックス

入れれなくてもいいんですが、新規事業予算がこの中だとどれなのかっていうのが見え

ないんですよね。で、話の中にあるんですけど、それが一覧化されてるととても分かり

やすいなと思います。去年の１２月の中でも協議するという話ありましたので、インフ

ォグラフィックスまでいかなくてもいいので、新規事業がどれなのかっていうことだけ、

新規予算がどれなのかだけ一覧でもいいので出してください。 

  最後、副町長に一つあります。今回、まあ令和６年度で副町長も新しく代わられたと
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いうことで、新しい水害もあった後の令和６年度の大事な予算なので、今回様々言われ

てることはそのとおりなんですが、額の大小は問いませんので、五城目らしさがあふれ

る新規、令和６年度の新規予算は何だと副町長思われてるか、一つでいいです、一つで

いいですので、その予算への思いを副町長の言葉でぜひお話していただきたいなと思い

ます。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） それぞれについて執行部の答弁を求めます。東海林総務課長 

○総務課長（東海林博文君） ３番松浦議員にお答えします。 

  事務事業検証シート、それと新規事業のインフォグラフィックス化、こちらについて

は早急に提出できるように手配します。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） 澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 松浦議員にお答えします。 

  たぶんお応えにはならないと思いますけれども、冒頭、私のほうで町長の施政説明と

いうことと併せて今回の編成にあたった全体像をお話しさせていただきました。やはり

令和６年度にあってはかなり厳しい財政の中で、実は私、今回の予算編成にあたって冒

頭の職員との説明会の際、もしアイデア事業があったら出していただきたいという話を

させていただきました。今回の予算の中に何点かはあります。それが町をつくるための

これだというわけではございませんのでお答えはできませんけれども、やはり昨日の一

般質問で議員のそれぞれから各分野にわたってお話がありました。ご質問がありました。

それをある程度、全額ではないんですけれども、そういう気持ちがこもった形で作られ

ていると思っております。あくまで町民福祉の向上のために、満足はいかないものかも

しれませんけれども、そういった予算を作り上げたと思っておりますので、何とかご了

承いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ほかに。７番佐々木議員 

○７番（佐々木仁茂君） 予算書のページでいけば２３８ページの教育費、学校施設整備

事業の中で、創立１５０周年事業ということで校歌碑の移設ということがあります。こ

れについては、昨年の１２月定例会の一般質問で私が質問しております。私はその時の

質問した私の本意は、新しい学校のほうへ移すという意味で質問したんですよ。そした
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ら答弁は、旧校舎が建っていた安全な場所へというふうな答弁でした、確か。私はそれ

で工藤課長に確認したんです。そしたら、そうだということで、何か私の質問がちょっ

と拍子抜けしたような感じでしたが、今回これは新しいほうに移設するということです

ので、その変わった経緯というのがちょっと知りたいんですけども。 

○議長（石川交三君） 工藤学校教育課長 

○学校教育課長（工藤ひとみ君） ７番佐々木議員にお答えいたします。 

  １２月の定例会の時は、予定としては、やはり跡地のところに跡地の記念碑と一緒に

校歌碑を並べてそれを建てたいというふうな気持ちでおりましたけれども、実は予算的

なことといいますか、その土台が２つの記念碑を乗せるとなるとかなりの費用がかかる

ということで、それでいろいろ検討した結果、校歌碑は今の新しい学校の子どもたちが

よく見えるところに移設して、それと跡地の記念碑は最初にお話したように跡地の安全

な場所に建立したいということで変更いたしましたので、ご了承いただきたいと思いま

す。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑は終わったものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、関係部分を関係各常任委員会に付

託することにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第２０号の審査について

は、関係部分を関係各常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第２１号、令和６年度五城目町国民健康保険特別会計予算を議題といたし

ます。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の２８９ページをお願いいたします。 

  議案第２１号、令和６年度五城目町国民健康保険特別会計予算について、提案理由及

び予算内容についてご説明を申し上げます。 

  第１条にありますとおり、令和６年度の国民健康保険特別会計の当初予算でございま

すが、歳入歳出総額をそれぞれ１１億９，２５０万２，０００円としております。前年

度比１，０１６万３，０００円減、率にして０．８％の減となっております。 

  次に、主な予算について内容をご説明申し上げます。 

  ２９３ページをお願いいたします。 



 

- 168 - 

  歳入歳出予算事項別明細書となりますが、その歳入の主なものについて前年度と比較

しての説明を初めに行います。 

  １款の国民健康保険税でございますが、現行の令和５年の税率に基づいて積算してお

りまして、前年度比２，７２０万５，０００円増の１億６，４９４万１，０００円を計

上しております。 

  ４款の県支出金についてでございますが、給付費などに見合った県の負担額を見込み

まして、前年度比９１５万９，０００円減の９億３，３９８万１，０００円を計上して

おります。 

  ６款は繰入金でございますが、一般会計からの繰入金などを見込み、前年度比２，８

１９万４，０００円減の９，３４７万５，０００円を計上しております。なお、財政調

整基金からの繰入金は存置計上としております。 

  続いて歳出の主なものとなりますが、次のページ、２９４ページをお願いいたします。 

  ２款の保険給付費でございますが、過去の医療費、そして被保険者数を基に推計をし

ておりまして、全体で前年度比で５５５万４，０００円の減額の９億１，４４３万３，

０００円を計上しております。 

  ３款の国民健康保険事業費納付金でございますが、令和５年度の納付金実績に基づき、

前年度比４８４万９，０００円減の２億５，３７３万８，０００円を計上しております。

なお、この６年度の納付金についてでございますが、全員協議会でもご説明させていた

だいております県の通知によりまして、現時点でこの金額というのが２億２，４７０万

円が見込まれているところでございまして、今回、今ご説明しました当初予算よりは約

４，０００万円減額となっております。今後、健全な国保の財政運営の在り方と併せま

して、そして所得の確定後の税率改定なども含めまして、その対応については検討を行

いたいと考えております。 

  次に、５款の保健事業費でございますが、各種事業の対応を含めまして、昨年より８

２万４，０００円増の９０４万１，０００円を計上しております。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願いを申し上

げます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。１３番荒川議員 

○１３番（荒川正己君） この予算、県の納付金が既に内定されているのに４，０００万

円近くも多く予算に入れているっていうことは、まあ今の副町長の話では、これからの
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決まり次第で変えると。この点、副町長じゃなくて町長から返事もらいたいわけですよ。

絶対この分、今は逆に言えば４，０００万円多くみてるわけですよ、歳入を。だからそ

れを例えば来年度に入って当初に確実に県の納付金に合わせて保険税を下げると、その

約束してもらえませんか。そうでないとちょっとこの予算おかしいですよ。結局、あり

もしない数字を入れてるわけですから。県の数字がもう決まってるのに、それより多い

額を入れてるわけですから。その点ちょっと、町長がはっきりそこ言明できないと、ち

ょっとこの案は飲むわけにいかないような形になると思いますけども。 

             （「休憩を求める。」「この予算は不当である。」の声あり） 

○議長（石川交三君） 答弁を求めます。静粛に。渡邉町長 

○町長（渡邉彦兵衛君） お答え申し上げます。 

  今後の推移を見守ってまいりたいと、こう思っております。 

  以上です。 

○議長（石川交三君） ほかに。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑は終わったものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第２１号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第２２号、令和６年度五城目町後期高齢者医療特別会計予算を議題といた

します。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の３６１ページをお願いいたします。 

  議案第２２号、令和６年度五城目町後期高齢者医療特別会計予算について、提案理由

及び予算内容をご説明申し上げます。 

  第１条にありますように、令和６年度後期高齢者医療特別会計の当初予算は、歳入歳

出総額をそれぞれ１億５，９１１万９，０００円としております。前年度比でみますと

１，２２２万円の増、率にして８．３％の増となっております。 

  次に、主な予算内容について申し上げます。 
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  ３６５ページをお願いいたします。 

  歳入歳出予算事項別明細書でございますが、はじめに歳入の主なものについて前年度

予算と比較してご説明させていただきます。 

  １款の保険料でございますが、これも現行の料率により積算しまして、前年度比８４

６万３，０００円増の１億２４９万４，０００円を計上しております。 

  ３款の繰入金は、一般会計からの保険基盤安定繰入金などにより、昨年度比で３７５

万７，０００円増の５，６１３万８，０００円を計上しております。 

  続きまして歳出の主な内容についてご説明します。 

  ３６６ページにありますが、２款の後期高齢者医療広域連合の納付金でございますが、

昨年より１，２１０万６，０００円増の１億５，７６４万５，０００円を計上しており

ます。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願いを申し上

げます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第２２号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第２３号、令和６年度五城目町介護保険特別会計予算を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の３９７ページをお願いいたします。 

  議案第２３号、令和６年度五城目町介護保険特別会計予算について、提案理由及び予

算内容をについてご説明を申し上げます。 

  第１条にありますように、令和６年度介護保険特別会計の当初予算は、保険事業勘定

の歳入歳出総額をそれぞれ１９億１，７３７万６，０００円としております。前年度比

でみますと１，０５７万９，０００円の減、率にしまして０．５％減となっております。 

  介護サービス事業勘定の歳入歳出総額は、それぞれ５１４万３，０００円としており
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ます。これも昨年度比でみますと３４万１，０００円の減、率にして６．２％の減とな

るものであります。 

  主な予算についてご説明します。 

  ４０５ページをお願いいたします。 

  これも歳入歳出予算事項別明細書になりますが、はじめに保険事業勘定における歳入

の主なものについて、前年度予算と比較して説明します。 

  １款の保険料でありますが、現行の８期介護保険の事業計画に基づく料率によりまし

て積算し、前年度比１，３０５万６，０００円減の３億２，７１３万８，０００円を計

上しております。 

  ３款国庫支出金でございますが、介護納付金費負担金、調整交付金などによりまして、

前年度比で１，１４６万６，０００円増の５億１，４７２万円を計上しております。 

  それから４款の支払交付金でございますが、介護給付費交付金、地域支援事業支援交

付金などで、前年度比３８４万６，０００円減の５億３８８万６，０００円を計上して

おります。 

  ５款の県支出金でありますが、介護給付費負担金、地域支援事業交付金などで、これ

これも昨年比でみますと７５万６，０００円の減、２億７，７９５万５，０００円を計

上しております。 

  ８款繰入金でございますが、一般会計からの介護給付費繰入金などで、前年度比４３

８万７，０００円の減の２億９，３６５万６，０００円を計上しております。なお、介

護給付費準備基金からの繰入金は、この当初予算においては存置計上としております。 

  続いて歳出の主なものについて説明します。 

  ４０６ページをお願いいたします。 

  １款総務費でございますが、前年度比２４２万９，０００円減の１，８５２万３，０

００円を計上し、２款保険給付費についてですが、前年度の実績を基に算出しまして、

全体で前年度比９９６万円減の１８億４，４４５万３，０００円を計上しております。 

  ４款基金積立金については、存置計上としております。 

  ５款の地域支援事業については、要支援者に対する介護予防・生活支援サービス事業

費の増などによりまして、全体で前年度比１８１万円増の５，２９８万８，０００円を

計上しております。 

  次に、介護サービス事業勘定について、主な予算内容について説明します。 
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  ４９５ページをお開きください。４９５ページになります。 

  歳入歳出予算事項別明細書により、歳入からその主なものについて前年度比較で説明

します。 

  １款のサービス収入でありますが、介護予防サービス計画費収入などでございまして、

前年度比３４万１，０００円減の５１４万円を計上しております。 

  次に、歳出でございます。 

  ４９６ページにありますが、１款の諸支出金は、保険事業勘定繰出金として昨年より

３４万１，０００円減の５１４万３，０００円を・・・すいません、ちょっとお待ちく

ださい・・・１款諸支出金でございますが、前年度より３４万１，０００円減の５１４

万３，０００円を計上してございます。 

  なお、この令和６年度の介護保険特別会計当初予算についてでございますが、現行の

８期のこの計画をベースとして編成しておりますけれども、この令和６年から令和８年

度までの３か年を期間とする新たな第９期の計画に基づき、引き続き適正な事業運営並

びにこの健全な財政運営に努めてまいりたいと考えておりますので、予算内容と併せま

してよろしくお願いしたいと思います。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願いを申し上

げます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第２３号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第２４号、令和６年度五城目町障害認定事業特別会計予算を議題といたし

ます。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の５０９ページをお願いいたします。 

  議案第２４号、令和６年度五城目町障害認定事業特別会計予算につきまして、提案理
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由及び予算内容についてご説明を申し上げます。 

  第１条にありますように、令和６年度五城目町障害認定事業特別会計予算の当初予算

につきましては、歳入歳出総額をそれぞれ３９８万６，０００円としております。昨年

比でみますと２５万７，０００円増、率にして６．９％の増となっております。 

  次に、主な予算内容について申し上げます。 

  はじめに歳入でございますが、５１６ページをご覧いただきたいと思います。 

  １款１項１目の障害認定事業負担金でありますが、本町を除く構成３町村、八郎潟町、

井川町、大潟村からの負担金としまして１６８万８，０００円を計上しております。 

  続きまして５１８ページをお願いいたします。 

  ２款１項１目の一般会計繰入金でありますが、本町の負担金分として１０５万６，０

００円を計上しております。 

  次に歳出となりますが、５２６ページをお願いいたします。 

  ５２６ページの１款１項１目の０００１一般管理費は、事務費としまして２５８万６，

０００円を計上しておりまして、５２８ページ、次のページになりますが、０００１で

認定審査会運営費としまして、委員の報酬など１３７万円を計上しております。 

  説明は以上となりますが、ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願いを申し

上げます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、教育民生常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第２４号の審査について

は、教育民生常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第２５号、令和６年度五城目町水道事業会計予算を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の５３３ページをお願いいたします。 

  議案第２５号、令和６年度五城目町水道事業会計予算について、提案理由及び予算内

容をご説明申し上げます。 
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  はじめに、第３条、収益的収入及び支出でありますが、収入の第１款事業収益に２億

１９９万８，０００円、支出の第１款事業費用に２億６，０４８万５，０００円を計上

しております。 

  続きまして５３４ページをお願いいたします。 

  第４条の資本的収入及び支出でありますが、収入の第１款資本的収入に４，８７４万

８，０００円、支出の第１款資本的支出に１億３，６４９万９，０００円を計上し、収

支不足額８，７７５万１，０００円は、当年度分の損益勘定留保資金で補填するものと

しております。 

  次に、第５条、企業債でございますが、排水設備改良工事と上水設備更新事業につい

て、起債の目的、限度額１，８７０万円、そして起債の方法などについて定めておりま

す。 

  次に、主な事業について申し上げます。 

  ５３６ページにございますが、収益的支出における１款１項１目の原水及び浄水費の

８，４１１万６，０００円の予算の中におきまして、上水道の浄水場及び馬場目浄水場

の各種設備の修繕費を合わせまして６５５万６，０００円、そして浄水場の屋根の塗装

工事費５４２万７，０００円、そして同じくこの３目で業務及び総係費２，４３４万７，

０００円の予算におきましては、経営戦略策定業務、それから料金改定計画策定業務に

係る経費としまして１，７００万６，０００円を計上させていただいております。 

  次のページ、５３７ページをお願いいたします。 

  下の表になりますが、資本的支出における１款１項１目の排水施設改良費２，２９２

万８，０００円の予算において、令和５年度で実施しました浄水場の防水対策の止水板

設置工事の不足分の工事費８１９万５，０００円を計上しております。同じく２目の営

業設備費には、作業用車輌の購入費５３１万９，０００円を計上しております。 

  続きまして５３８ページをお願いします。 

  キャッシュ・フローの計算書でございますが、上段にあります１の当年度純損失でご

ざいますが、６，４１１万２，０００円のこの損失を見込みまして、下段の６になりま

すが、資金の期末残高は３億８，２０６万３，０００円となる見込みとしております。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 



 

- 175 - 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第２５号の審査について

は、総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  次に、議案第２６号、令和６年度五城目町下水道事業会計予算を議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。澤田石副町長 

○副町長（澤田石清樹君） 予算書の５５３ページをお願いいたします。 

  議案第２６号、令和６年度五城目町下水道事業会計予算について、提案の理由及び予

算内容をご説明申し上げます。 

  第３条の収益的収入及び支出でございますが、収入の第１款事業収益に２億９，２４

５万９，０００円、支出の第１款事業費用に２億９，４４０万円を計上しております。 

  続きまして５５４ページをお願いいたします。 

  第４条、資本的収入及び支出でありますが、収入の第１款資本的収入に９，３６４万

２，０００円、支出の第１款資本的支出に２億１，０２７万３，０００円を計上し、収

支不足１億１，６６３万１，０００円は、当年度分の損益勘定留保資金等で補填するも

のとしております。 

  次に、第５条、企業債でありますが、流域下水道整備事業債及び資本費平準化債につ

いて、総額８，２２０万円としまして、起債の目的、限度額などを定めております。 

  次に、第６条、一時借入金でありますが、借入金の限度額を１億円として定めており

ます。 

  次に、主な事業について申し上げます。 

  ５５６ページをお願いいたします。 

  下の表の収益的支出におきまして、１款１項３目総係費に５，２６７万５，０００円

の予算を置いてございますが、その中で内水浸水対策検討業務経費としまして９８４万

５，０００円、そして事業計画変更業務経費としまして６８５万３，０００円、そして

経営戦略策定業務経費としまして１，１００万円を計上させていただいております。 

  続いて５５７ページをお願いします。 
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  下の表にあります資本的支出におきましては、１款１項２目流域下水道建設費負担金

におきましては４１５万７，０００円を計上しております。 

  続いて５５８ページをお願いいたします。 

  キャッシュ・フロー計算書でございますが、上段の１の当年度純利益は２８万９，０

００円の損失を見込みまして、下段にあります６の資金期末残高でございますが、８，

４６４万２，０００円となる見込みでございます。 

  説明は以上となります。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑を許します。 

             （「質疑なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 本案に対する質疑はないものと認めます。 

  お諮りいたします。本案のこれが審査については、総務産業常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

             （「異議なし」の声あり） 

○議長（石川交三君） 異議ないものと認めます。よって、議案第２６号の審査について

は、総務産業常任委員会に付託することに決定いたします。 

  本日までに受理した請願・陳情は、請願・陳情文書表のとおりに所管の常任委員会に

付託しましたので、報告をいたします。 

  以上で本日の会議は全部終了いたしました。 

  各常任委員会開催のため、これで散会いたします。大変ご苦労様でした。 
 
 

             午後 ２時５６分 散会 

 

 


